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則

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
一
号

　
　
　
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
　
　
　

　
　
　
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
規
則

第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
備
考
１
⑵
中「

第
６

条
第

６
項

に
規

定
す

る
配

偶
者

の
な

い
者

で
」

を「
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

配
偶

者
の

な
い

女
子

又
は

同
条

第
２

項
に

規
定

す
る

配
偶

者
の

な
い

男
子

で
あ

つ
て

、
民

法
第

877条
の

規
定

に
よ

り
」

に
改
め
︑
同
表
の
注
１
中「

第
５

条
の

４
の

２
第

６
項

」

を「
第

５
条

の
４

の
２

第
５

項
」

に
改
め
︑
同
表
の
注
２
⑵
中「

第
24項

」

を「
第

30項
」

に
改
め
︑
同
表
の
注
中
５
を
６
と
し
︑

４
を
５
と
し
︑
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

４
 　

次
の

⑴
か

ら
⑶

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
地

方
税

法
第

292条
第

１
項

第
11号

に
規

定
す

る
寡

婦
又

は
同

項
第

12号
に

規
定

す
る

寡
夫

と
み

な
し

、
そ

の
者

の
前

年
（

１
月

か
ら

６
月

ま

で
の

間
の

利
用

に
あ

つ
て

は
、

前
々

年
。

以
下

同
じ

。
）

の
合

計
所

得
金

額
（

地
方

税
法

第
292条

第
１

項
第

13号
に

規
定

す
る

合
計

所
得

金
額

を
い

う
。

）
が

同
法

第
295条

の
規

定
に

該
当

す
る

と
き

は
、

市

町
村

民
税

非
課

税
と

し
て

取
り

扱
う

。

　
 　

ま
た

、
上

記
に

よ
り

寡
婦

又
は

寡
夫

と
み

な
し

た
者

で
あ

つ
て

、
市

町
村

民
税

非
課

税
と

し
て

取
り

扱

う
も

の
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

１
に

お
け

る
所

得
割

の
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

総
所

得
金

額
、

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

（
地

方
税

法
第

313条
第

２
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

、
退

職
所

得
金

額
又

は
山

林
所

得
金

額
を

い
う

。
）

か
ら

、
⑴

又
は

⑶
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
26万

円
を

、

⑵
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
30万

円
を

控
除

す
る

も
の

と
し

、
２

に
お

け
る

所
得

税
の

額
を

計
算

す

る
場

合
に

は
、

総
所

得
金

額
、

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

（
所

得
税

法
第

22条
第

２
項

又
は

第

３
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

又
は

退
職

所
得

金
額

若
し

く
は

山
林

所
得

金
額

を
い

う
。

）
か

ら
、

⑴
又

は
⑶

に
該

当
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

27万
円

を
、

⑵
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
35万

円
を

控
除

す
る
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二
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示
）

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
別
表
第
一
に
規
定
す
る
入
所
施
設
（
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発

達
支
援
医
療
機
関
を
除
く
。
）
へ
の
入
所
措
置
に
要
す
る
費
用
の
負
担
金
の
額
の
決
定
に
係
る
同
表
の
規
定

及
び
別
表
第
二
に
規
定
す
る
療
育
の
給
付
の
措
置
に
要
す
る
費
用
の
負
担
金
の
額
の
決
定
に
係
る
同
表
の
規

定
は
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
、
同
規
則
別
表
第
一
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援

医
療
機
関
へ
の
入
所
措
置
に
要
す
る
費
用
の
負
担
金
の
額
の
決
定
に
係
る
同
表
の
規
定
は
平
成
三
十
年
九
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。○

告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

秋
吉
歯
科
医
院

秋　

吉　

栄
太
郎

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
三
二
―
七

平
一
二
・　

三
・
一
六

松
木
医
院

医
療
法
人
松
木
医

院

国
東
市
国
東
町
岩
屋
四
三
〇
番
地

平
二
七
・　

七
・　

一

医
療
法
人
餅
ヶ
浜

医
院

医
療
法
人
餅
ヶ
浜

医
院

別
府
市
餅
ヶ
浜
町
五
番
三
九
号

平
三
一
・　

一
・　

一

中
央
薬
局

有
限
会
社
大
信
興

産

別
府
市
駅
前
町
二
―
二
九

平
三
一
・　

三
・　

一

す
ど
ク
リ
ニ
ッ
ク

簀　

戸　

聖　

子

佐
伯
市
長
島
町
一
丁
目
四
番
一
六
号

平
三
一
・　

四
・　

一

も
の

と
す

る
。

　
⑴

 　
婚

姻
に

よ
ら

な
い

で
母

と
な

つ
た

女
子

で
あ

つ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
扶

養

親
族

そ
の

他
そ

の
者

と
生

計
を

一
に

す
る

子
（

前
年

の
所

得
（

地
方

税
法

第
313条

第
１

項
の

総
所

得

金
額

、
退

職
所

得
金

額
及

び
山

林
所

得
金

額
の

合
計

額
を

い
う

。
）

が
所

得
税

法
第

86条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

控
除

さ
れ

る
額

以
下

で
あ

る
も

の
（

他
の

者
の

同
一

生
計

配
偶

者
又

は
扶

養
親

族
で

あ
る

も

の
を

除
く

。
）

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
有

す
る

も
の

　
⑵

 　
⑴

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

、
扶

養
親

族
で

あ
る

子
を

有
し

、
か

つ
、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
（

地
方

税

法
第

292条
第

１
項

第
13号

又
は

所
得

税
法

第
２

条
第

１
項

第
30号

に
規

定
す

る
合

計
所

得
金

額
を

い

う
。

⑶
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

500万
円

以
下

で
あ

る
も

の
（

⑴
に

の
み

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）

　
⑶

 　
婚

姻
に

よ
ら

な
い

で
父

と
な

つ
た

男
子

で
あ

つ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
そ

の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
子

を
有

し
、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
が

500万
円

以
下

で
あ

る
も

の

　

別
表
第
二
の
注
１
中「

第
５

条
の

４
の

２
第

６
項

」
を「

第
５

条
の

４
の

２
第

５
項

」

に
改
め
︑
同
表
の

注
２
⑵
中「

第
24項

」

を「
第

30項
」

に
改
め
︑
同
表
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

６
 　

次
の

⑴
か

ら
⑶

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
地

方
税

法
第

292条
第

１
項

第
11号

に
規

定
す

る
寡

婦
又

は
同

項
第

1
2
号

に
規

定
す

る
寡

夫
と

み
な

し
、

そ
の

者
の

前
年

の
合

計
所

得
金

額

（
地

方
税

法
第

292条
第

１
項

第
13号

に
規

定
す

る
合

計
所

得
金

額
を

い
う

。
）

が
同

法
第

295条
の

規
定

に
該

当
す

る
と

き
は

、
市

町
村

民
税

非
課

税
と

し
て

取
り

扱
う

。

　
 　

ま
た

、
上

記
に

よ
り

寡
婦

又
は

寡
夫

と
み

な
し

た
者

で
あ

つ
て

、
市

町
村

民
税

非
課

税
と

し
て

取
り

扱

う
も

の
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

１
に

お
け

る
所

得
割

の
額

を
計

算
す

る
場

合
に

は
、

総
所

得
金

額
、

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

（
地

方
税

法
第

313条
第

２
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

、
退

職
所

得
金

額
又

は
山

林
所

得
金

額
を

い
う

。
）

か
ら

、
⑴

又
は

⑶
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
26万

円
を

、

⑵
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
30万

円
を

控
除

す
る

も
の

と
し

、
２

に
お

け
る

所
得

税
の

額
を

計
算

す

る
場

合
に

は
、

総
所

得
金

額
、

退
職

所
得

金
額

又
は

山
林

所
得

金
額

（
所

得
税

法
第

22条
第

２
項

又
は

第

３
項

に
規

定
す

る
総

所
得

金
額

又
は

退
職

所
得

金
額

若
し

く
は

山
林

所
得

金
額

を
い

う
。

）
か

ら
、

⑴
又

は
⑶

に
該

当
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

27万
円

を
、

⑵
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

つ
て

は
35万

円
を

控
除

す
る

も
の

と
す

る
。

　
⑴

 　
婚

姻
に

よ
ら

な
い

で
母

と
な

つ
た

女
子

で
あ

つ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
扶

養

親
族

そ
の

他
そ

の
者

と
生

計
を

一
に

す
る

子
を

有
す

る
も

の

　
⑵

 　
⑴

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

、
扶

養
親

族
で

あ
る

子
を

有
し

、
か

つ
、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
（

地
方

税

法
第

292条
第

１
項

第
13号

又
は

所
得

税
法

第
２

条
第

１
項

第
30号

に
規

定
す

る
合

計
所

得
金

額
を

い

う
。

⑶
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

500万
円

以
下

で
あ

る
も

の
（

⑴
に

の
み

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）

　
⑶

 　
婚

姻
に

よ
ら

な
い

で
父

と
な

つ
た

男
子

で
あ

つ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
そ

の

　
　

者
と

生
計

を
一

に
す

る
子

を
有

し
、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
が

500万
円

以
下

で
あ

る
も

の



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）

ゆ
う
調
剤
薬
局
佐

伯
東
店

株
式
会
社
ソ
メ
ヤ

佐
伯
市
長
島
町
一
丁
目
四
番
一
七
号

〃

南
由
布
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
南
由
布

ク
リ
ニ
ッ
ク

由
布
市
湯
布
院
町
川
北
一
一
一
二
―
四

四

平
三
〇
・　

六
・　

一

亀
山
皮
膚
科
医
院

医
療
法
人
萬
寿
会

日
田
市
中
央
二
―
六
―
四
一

平
三
一
・　

二
・　

一

飯
田
高
原
診
療
所

九
重
町
長

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
一
二
七
一
番

地

〃

Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ

Ｓ
Ｕ
Ｎ
Ｒ
Ｉ
Ｓ
Ｅ

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

医
療
法
人
真
正
会

速
見
郡
日
出
町
字
北
横
町
二
九
九
〇
番

地
の
三
他

〃

太
陽
調
剤
薬
局

有
限
会
社
太
陽
調

剤
薬
局

別
府
市
北
的
ケ
浜
町
三
番
一
九
号

〃

そ
う
ご
う
薬
局
国

東
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル

株
式
会
社

国
東
市
安
岐
町
下
原
一
二
九
二

〃

玄
々
堂
高
田
病
院

医
療
法
人
玄
々
堂

豊
後
高
田
市
界
三
七
八
番
地
二

平
三
一
・　

三
・　

一

よ
し
む
ら
薬
局

有
限
会
社
別
府
よ

し
む
ら

別
府
市
元
町
七
―
一

〃

ひ
ま
わ
り
調
剤
薬

局

株
式
会
社
博
愛
中

井
調
剤
薬
局

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
九
番
三
五
号

〃

ウ
エ
ガ
キ
調
剤
薬

局
玉
津
支
店

有
限
会
社
エ
ン
ド

ル
・
ウ
エ
ガ
キ
薬

局

豊
後
高
田
市
玉
津
一
三
〇
八
番
地
一
号

〃

別
府
駅
前
ク
リ
ニ

ッ
ク

医
療
法
人
メ
デ
ィ

・
キ
ュ
ー
ブ

別
府
市
北
浜
一
丁
目
三
番
一
二
号
三
階

平
三
一
・　

四
・　

一

中
津
市
国
民
健
康

保
険
槻
木
診
療
所

中
津
市
長

中
津
市
山
国
町
槻
木
一
〇
七
五
番
地

〃

後
藤
薬
局
亀
川
店

有
限
会
社
後
藤
薬

局

別
府
市
亀
川
浜
田
町
二
―
六
二
ベ
ル
メ

ゾ
ン
亀
川
一
Ｆ

〃

大
貞
薬
局

有
限
会
社
臼
杵
薬

局

中
津
市
大
字
加
来
二
二
八
三
―
五
一
三

〃

有
限
会
社
友
松
薬

局
柳
ヶ
浦
店

有
限
会
社
友
松
薬

局

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
一
九
五
一
―
五

〃

ワ
タ
ナ
ベ
薬
局
南

宇
佐
店

株
式
会
社
ワ
タ
ナ

ベ

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
字
椎
ノ
宮
六
三
五

番
三

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
育
士
の
登
録
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
六
番
地
二

　
　
　

社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会　

　
　
　
　

理
事
長　

大　

谷　

泰　

夫

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
二
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　
　
　
　

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名 

指　

定　

理　

由

令
元
・

　

五
・　

七

映　

画

美
少
女
剣
士　

月
に
向
か
っ
て
お
シ
ゴ
キ

よ
！

オ
ー
ピ
ー
映
画 

　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

兄
嫁　

禁
断
の
誘
い

新
東
宝
映
画 

〃

〃

肉
欲
温
泉
宿　

女
将
の
発
情

新
東
宝
映
画 



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

〃

〃

二
人
の
巨
乳
妻　

～
美
和
と
茜
～

オ
ー
ピ
ー
映
画 

〃

〃

ヤ
リ
頃
女
子
大
生　

強
が
り
な
乳
房

オ
ー
ピ
ー
映
画 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
長

三
河
明
史
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）

国
東
二
期
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
長

三
河
明
史
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
暗
渠き

よ

排
水
）

国
東
二
期
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
東
市
長

三
河
明
史
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事

業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

（
農
道
整
備
）

国
東
二
期
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

国
東
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
杵
築
市
長

永
松
悟
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

野
田
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

杵
築
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
田
市
天

瀬
町
赤
岩
千
二
百
八
十
二
番
地
の
河
野
元
喜
ほ
か
七
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決

定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

五

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

杉
河
内
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

日
田
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐
伯
市
弥

生
大
字
細
田
四
百
二
十
九
番
地
の
田
原
俊
秀
ほ
か
九
名
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決

定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

細
田
地
区

令
元
・　

五
・
二
一
か
ら

令
元
・　

六
・
一
〇
ま
で

佐
伯
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
山
香
国
見
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番
一
〇
地
先
か

ら豊
後
高
田
市
一
畑
字
イ
モ
ノ
ヲ
一
三
四
番
五
地
先
ま

で

令
元
・　

五
・
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
十
号

　

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一

号
）
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
重
要
国
際
埠
頭
施
設
及
び
国
際
水
域

施
設
の
保
安
の
確
保
の
た
め
に
制
限
区
域
を
設
定
す
る
。

　

な
お
、
制
限
区
域
の
位
置
を
示
し
た
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
佐
伯
土
木
事
務
所
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

制
限
区
域
を
設
定
す
る
年
月
日

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二　

重
要
国
際
埠
頭
施
設
及
び
国
際
水
域
施
設
の
保
安
の
確
保
の
た
め
に
制
限
区
域
を
設
定
す
る
港

　
　

佐
伯
港

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

　

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

　

四　

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
社
会
福
祉
法
人
若
草
会
特
別
養

　

護
老
人
ホ
ー
ム
創
生
の
里
（
ユ　
　

〃　

大
字
野
田
三
〇
六
―
二

　

ニ
ッ
ト
型
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ス
テ　
　

〃　

常
行
一
六
三
―
一

　

ー
シ
ョ
ン
常
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

六

大
分
県
報
（
選
管
委
告
示
・
公
安
委
告
示
）

大
鍜

治
　

光
　

子

手
　

島
　

　
　

清

髙
　

倉
　

伸
　

介

速
見

郡
日

出
町

大
字

藤
原

字
友

田
2277番

地
２

　
杵

築
日

出
警

察
署

杵
築

日
出

警
察

署
の

管
轄

区
域

目
　

代
　

憲
　

夫

内
　

林
　

秀
太

郎

井
　

門
　

裕
　

司

岩
　

光
　

　
　

侃
国

東
市

国
東

町
鶴

川
48番

地
１

　
国

東
警

察
署

国
東

警
察

署
の

管
轄

区
域

安
　

松
　

昌
　

生

岡
　

部
　

俊
　

憲
豊

後
高

田
市

是
永

町
32番

地
１

　
豊

後
高

田
警

察
署

豊
後

高
田

警
察

署
の

管
轄

区
域

伊
　

東
　

泰
　

三

渡
　

邉
　

孝
　

純
宇

佐
市

大
字

上
田

1010番
地

の
１

　
宇

佐
警

察
署

宇
佐

警
察

署
の

管
轄

区
域

南
　

　
　

幸
　

夫

鍋
　

島
　

政
　

視

中
津

市
中

央
町

一
丁

目
２

番
10号

　
中

津
警

察
署

中
津

警
察

署
の

管
轄

区
域

角
　

　
　

　
　

信

岡
　

﨑
　

　
　

都

中
　

山
　

博
　

光

穴
　

井
　

裕
　

康
玖

珠
郡

玖
珠

町
大

字
塚

脇
467番

地
　

玖
珠

警
察

署
玖

珠
警

察
署

の
管

轄
区

域

宮
　

﨑
　

　
　

洋

相
　

良
　

和
　

敏
日

田
市

田
島

二
丁

目
８

番
１

号
　

日
田

警
察

署
日

田
警

察
署

の
管

轄
区

域
川

　
述

　
喜

　
巳

高
　

瀬
　

隆
　

昌

後
　

藤
　

建
　

一
竹

田
市

大
字

拝
田

原
221番

地
　

竹
田

警
察

署
竹

田
警

察
署

の
管

轄
区

域
服

　
部

　
眞

　
二

「
社
会
福
祉
法
人
若
草
会
特
別
養

　

護
老
人
ホ
ー
ム
創
生
の
里
（
ユ　
　

〃　

大
字
野
田
三
〇
六
―
二　

に
改
め
る
。

　

ニ
ッ
ト
型
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
号

  風
俗

営
業

等
の

規
制

及
び

業
務

の
適

正
化

等
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

122号
）

第
38条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
少

年
指

導
委

員
を

委
嘱

し
た

。

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

氏
　

　
名

連
　

　
　

　
絡

　
　

　
　

先
活

　
動

　
区

　
域

佐
　

藤
　

貴
　

士

大
分

市
荷

揚
町

５
番

６
号

　
大

分
中

央
警

察
署

大
分

中
央

警
察

署
の

管
轄

区
域

村
　

山
　

和
　

明

山
　

川
　

富
　

弘

宮
　

原
　

照
　

昭

小
　

田
　

　
　

剛

安
　

達
　

清
　

隆

大
分

市
大

字
鶴

崎
2200番

地
の

８
　

大
分

東
警

察
署

大
分

東
警

察
署

の
管

轄
区

域

工
　

藤
　

　
　

巖

姫
　

野
　

誠
　

尉

矢
　

野
　

公
　

博

栃
　

原
　

宗
　

男

大
分

市
大

字
横

瀬
2212番

地
１

　
大

分
南

警
察

署
大

分
南

警
察

署
の

管
轄

区

域
安

　
東

　
哲

　
也

首
　

藤
　

昂
　

史

古
　

田
　

茂
　

義

堀
　

　
　

敏
　

章
別

府
市

田
の

湯
町

13番
13号

　
別

府
警

察
署

別
府

警
察

署
の

管
轄

区
域



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

七

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

引
　

田
　

正
　

信
豊

後
大

野
市

三
重

町
内

田
1196番

地
　

豊
後

大
野

警
察

署
豊

後
大

野
警

察
署

の
管

轄

区
域

黒
　

木
　

光
　

裕

甲
　

斐
　

和
　

利

佐
伯

市
大

字
鶴

望
2825番

地
４

　
佐

伯
警

察
署

佐
伯

警
察

署
の

管
轄

区
域

吉
　

良
　

一
　

男

網
　

野
　

康
　

夫

後
　

藤
　

孫
　

一

加
　

藤
　

文
　

明

臼
杵

市
大

字
臼

杵
72番

地
の

61　
臼

杵
津

久
見

警
察

署
臼

杵
津

久
見

警
察

署
の

管

轄
区

域

上
　

杉
　

次
　

郎

垂
　

井
　

美
千

代

三
重

野
　

猛
　

志

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
７
号

　
道

路
交

通
法

（
昭

和
35年

法
律

第
105号

）
第

108条
の

29第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
地

域
交

通
安

全
活

動
推

進
委

員
を

委
嘱

し
た

。

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

　
大

分
県

公
安

委
員

会
委

員
長

　
　

岩
　

　
　

本
　

　
　

光
　

　
　

生
　

氏
　

　
　

名
連

　
　

　
　

絡
　

　
　

　
先

活
　

動
　

区
　

域

笠
　

置
　

愛
　

子

古
　

賀
　

敬
　

子

衛
　

藤
　

ケ
イ

子

平
　

田
　

伸
　

子

玉
　

井
　

政
　

巳

衛
　

藤
　

善
　

人

渡
　

邉
　

君
　

代

篠
　

田
　

正
　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
　

部
　

恒
　

子

植
　

木
　

陽
　

子

後
　

藤
　

公
　

喜

大
分

市
荷

揚
町

５
番

６
号

　
大

分
中

央
警

察
署

大
分

中
央

警
察

署
の

管
轄

区
域

古
　

田
　

由
　

美

伊
賀

上
　

憲
　

子

上
　

山
　

あ
い

子

湯
　

田
　

国
　

男

草
　

津
　

征
　

男

佐
　

藤
　

繁
　

子

秡
　

川
　

公
　

代

山
　

﨑
　

國
　

人

後
　

藤
　

サ
チ

子

熊
　

谷
　

徹
　

郎

渕
　

野
　

二
三

世

橋
　

本
　

直
　

子

渡
　

部
　

廣
　

善

鈴
　

木
　

美
代

子

三
　

浦
　

利
　

一

後
　

藤
　

博
　

幸

長
　

尾
　

博
　

行

安
　

部
　

亜
希

子

衛
　

藤
　

國
　

子

安
　

部
　

泰
　

史



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

八

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

松
　

﨑
　

文
　

子

篠
　

田
　

俊
　

二

足
　

立
　

　
　

司

筒
　

井
　

弘
　

躬

佐
　

藤
　

ヒ
ロ

子

大
分

市
大

字
鶴

崎
2200番

地
の

８
　

大
分

東
警

察
署

大
分

東
警

察
署

の
管

轄
区

域

髙
　

橋
　

美
　

佳

林
　

田
　

輝
　

久

後
　

藤
　

み
つ

子

河
　

野
　

時
　

子

姫
　

野
　

一
　

男

矢
　

野
　

和
　

一

濱
　

原
　

英
　

雄

渡
　

邊
　

夏
　

代

阿
　

部
　

健
　

治

葛
　

屋
　

　
　

宏

漆
　

間
　

桂
　

造

和
　

田
　

美
　

徳

佐
　

瀬
　

豊
　

介

工
　

藤
　

勢
津

子

小
　

山
　

丈
　

子

後
　

藤
　

雄
　

二

佐
　

藤
　

八
重

子

渡
　

邉
　

裕
　

子

竹
　

中
　

カ
ツ

子
大

分
市

大
字

横
瀬

2212番
地

１
　

大
分

南
警

察
署

大
分

南
警

察
署

の
管

轄
区

域
佐

　
藤

　
國

　
夫

成
　

安
　

百
合

子

山
　

本
　

忠
　

夫

安
　

部
　

光
　

栄

平
　

山
　

英
　

子

甲
　

斐
　

宗
二

郎

小
　

泉
　

勝
　

子

今
　

井
　

三
代

子

日
　

野
　

倉
　

樹

佐
　

藤
　

和
　

利

首
　

藤
　

正
　

喜

佐
　

藤
　

マ
サ

コ

中
　

晴
　

政
　

子

池
　

永
　

静
　

雄

江
　

川
　

幸
　

弘

恒
　

松
　

直
　

之

石
　

井
　

律
　

子

田
　

山
　

譲
　

治

梅
　

山
　

泰
　

忠

牧
　

　
　

　
　

保
別

府
市

田
の

湯
町

13番
13号

　
別

府
警

察
署

別
府

警
察

署
の

管
轄

区
域

伊
　

藤
　

公
　

代

後
　

藤
　

タ
　

カ



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

九

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

尾
　

上
　

眞
里

子

大
　

山
　

定
　

信

佐
　

藤
　

弘
　

代

大
　

平
　

敦
　

生

一
　

木
　

祥
　

之

高
　

橋
　

節
　

子

竹
　

本
　

成
　

子

森
　

本
　

八
重

子

新
　

庄
　

良
　

子

工
　

藤
　

國
　

男

後
　

藤
　

桂
　

子

甲
　

斐
　

静
　

雄

河
　

野
　

秀
　

雄

林
　

　
　

サ
ヨ

子

金
　

髙
　

貞
　

子

速
見

郡
日

出
町

大
字

藤
原

字
友

田
2277番

地
２

　
杵

築
日

出
警

察
署

杵
築

日
出

警
察

署
の

管
轄

区
域

田
　

中
　

幹
　

生

藤
　

原
　

靖
　

浩

伊
　

藤
　

萬
　

作

高
　

橋
　

初
　

美

梶
　

本
　

郁
　

乃

宮
　

原
　

宣
太

郎

藤
　

原
　

妙
　

子

伊
　

東
　

紀
　

子

小
　

田
　

陽
　

一

国
東

市
国

東
町

鶴
川

48番
地

１
　

国
東

警
察

署
国

東
警

察
署

の
管

轄
区

域

福
　

永
　

泰
　

信

熊
　

田
　

直
　

正

木
野

村
　

敏
　

雄

本
　

多
　

ノ
リ

子

河
　

野
　

久
　

子

矢
　

野
　

誠
　

司

吉
　

田
　

直
　

美

豊
後

高
田

市
是

永
町

32番
地

１
　

豊
後

高
田

警
察

署
豊

後
高

田
警

察
署

の
管

轄

区
域

中
　

村
　

慎
一

郎

門
　

岡
　

富
　

枝

下
　

村
　

守
　

人

藤
　

本
　

正
　

司

栗
　

本
　

睦
　

美

古
　

門
　

久
　

典

有
　

吉
　

登
志

美

佐
　

藤
　

政
　

弘

佐
　

藤
　

　
　

淳

宇
佐

市
大

字
上

田
1010番

地
の

１
　

宇
佐

警
察

署
宇

佐
警

察
署

の
管

轄
区

域
小

　
野

　
辰

　
浩

尾
　

上
　

清
　

広

吉
　

松
　

か
を

り

下
　

村
　

多
摩

子

加
　

藤
　

初
　

美

山
　

口
　

敏
　

江



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
）

坪
　

根
　

　
　

誠

中
津

市
中

央
町

一
丁

目
２

番
10号

　
中

津
警

察
署

中
津

警
察

署
の

管
轄

区
域

原
　

　
　

節
　

子

坂
　

梨
　

希
容

子

広
　

畑
　

孝
　

行

橋
　

本
　

一
　

浩

瀧
　

　
　

　
　

満

今
　

津
　

ミ
ツ

子

小
　

畑
　

三
　

人

日
　

高
　

正
　

義

大
　

家
　

邦
　

子

吉
　

瀬
　

節
　

子

宮
　

津
　

高
　

晴

武
　

内
　

竜
一

郎

松
　

下
　

千
代

香

四
　

方
　

　
　

学

武
　

石
　

章
　

子

太
　

田
　

富
　

雄

佐
　

藤
　

勝
　

司
玖

珠
郡

玖
珠

町
大

字
塚

脇
467番

地
　

玖
珠

警
察

署
玖

珠
警

察
署

の
管

轄
区

域

武
　

石
　

和
　

正

穴
　

井
　

厚
　

子

相
　

良
　

和
　

敏

中
　

島
　

　
　

直

川
　

述
　

喜
　

己

秋
　

好
　

真
　

二

長
　

尾
　

善
太

郎

日
田

市
田

島
二

丁
目

８
番

１
号

　
日

田
警

察
署

日
田

警
察

署
の

管
轄

区
域

河
　

津
　

初
　

子

田
　

辺
　

徳
　

子

伊
　

藤
　

泰
　

子

邉
　

下
　

停
　

子

佐
　

藤
　

邦
　

廣

飯
　

田
　

富
佐

子

卯
　

野
　

初
　

美

榎
　

　
　

英
　

子

竹
田

市
大

字
拝

田
原

221番
地

　
竹

田
警

察
署

竹
田

警
察

署
の

管
轄

区
域

後
　

藤
　

幹
　

雄

古
　

庄
　

京
　

子

秦
　

　
　

栄
　

一

永
　

田
　

新
　

一

阿
　

南
　

勝
　

美

松
　

尾
　

良
　

作

重
　

藤
　

房
　

江

田
　

部
　

二
　

生

阿
　

部
　

鉄
太

郎

豊
後

大
野

市
三

重
町

内
田

1196番
地

　
豊

後
大

野
警

察
署

豊
後

大
野

警
察

署
の

管
轄

区
域

後
　

藤
　

博
　

子

薮
　

亀
　

邦
　

子

伊
　

逹
　

久
　

子

三
　

浦
　

則
　

夫



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
一

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
公
告
）

戸
　

次
　

ひ
さ

子

祖
　

田
　

京
　

子

佐
伯

市
大

字
鶴

望
2825番

地
４

　
佐

伯
警

察
署

佐
伯

警
察

署
の

管
轄

区
域

木
　

村
　

義
　

友

髙
　

橋
　

弥
重

郎

宮
　

下
　

孝
　

雄

堀
　

江
　

政
　

博

曽
　

根
　

秀
　

房

松
　

田
　

勝
　

義

軸
　

丸
　

　
　

哲

川
　

人
　

富
喜

子

三
　

又
　

秀
　

喜

河
　

野
　

真
佐

江

出
　

納
　

康
　

男

石
　

堂
　

　
　

裕

加
　

茂
　

美
紀

子

三
重

野
　

律
　

代

陶
　

山
　

明
　

美

宮
　

﨑
　

勝
　

浩

佐
　

藤
　

俊
　

治
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72番
地

の
61　

臼
杵

津
久

見
警

察
署

臼
杵

津
久

見
警

察
署

の
管

轄
区

域
成

　
水

　
正

　
秋

岡
　

本
　

富
士

夫

日
　

髙
　

テ
　

ル

渡
　

邉
　

憲
　

司

藤
　

田
　

三
代

子

安
　

藤
　

正
　

一

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
８
号

  指
定

講
習

機
関

に
関

す
る

規
則

（
平

成
２

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
１

号
）

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

講
習

機
関

の
代

表
者

の
氏

名
に

つ
い

て
変

更
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

２
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
分

県
公

安
委

員
会

委
員

長
　

　
岩

　
　

　
本

　
　

　
光

　
　

　
生

　

１
　

大
分

東
自

動
車

学
校

名
　

　
　

　
　

　
　

称
株

式
会

社
　

大
分

県
農

協
共

済
福

祉
事

業
社

代
表

者
の

氏
名

変
　

更
　

前
大

　
信

也

変
　

更
　

後
池

田
　

昌
広

変
　

更
　

年
　

月
　

日
平

成
31年

３
月

28日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
・
運
用
業
務
及
び
電
算
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
支
援
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
情
報
政
策
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
株
式
会
社
大
分
支
店　

支
店
長　

福　

田　
　
　

巧

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
二

大
分
県
報
（
公
告
）

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

七
千
二
百
二
十
三
万
九
千
四
十
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　

 　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
野
谷
土

地
改
良
区
（
佐
伯
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　
　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事 

渡　

邉　

善　

生

佐
伯
市
大
字
木
立
五
六
八
五
番
地
一

〃

山　

中　

慶　

実

　

〃　

大
字
木
立
三
九
七
五
番
地
三

〃

岩　

﨑　

弥

寿

彦

　

〃　

大
字
木
立
五
八
三
九
番
地

〃

山　

田　

健　

一

　

〃　

大
字
木
立
五
八
五
九
番
地

〃

木　

許　

　

　

渉

　

〃　

大
字
木
立
五
五
四
八
番
地

〃

新　

名　

天

津

雄

　

〃　

大
字
木
立
四
九
〇
七
番
地
一

〃

久　

保　

政　

朝

　

〃　

大
字
木
立
四
九
三
六
番
地
一

〃

今　

山　

敦　

夫

　

〃　

大
字
木
立
四
七
九
二
番
地
二

監　

事

藤　

矢　

勇　

一

　

〃　

大
字
木
立
五
八
一
五
番
地

〃

山　

中　

壽　

惠

　

〃　

大
字
木
立
五
四
八
八
番
地
一

〃

新　

名　

孝　

幸

　

〃　

大
字
木
立
五
一
七
〇
番
地

　
　

（
就
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事 

山　

本 
 

紋

四

郎

佐
伯
市
大
字
木
立
五
八
一
一
番
地

〃

向　

　

　

千　

秋

　

〃　

大
字
木
立
四
九
八
二
番
地
二

〃

本　

矢　

建　

二

　

〃　

大
字
木
立
四
九
三
四
番
地
一

〃

安　

達　

清　

子

　

〃　

大
字
木
立
五
五
七
一
番
地
一

〃

木　

許　

初　

美

　

〃　

大
字
木
立
五
八
二
九
番
地

〃

新　

名　

惠

美

子

　

〃　

大
字
木
立
五
〇
〇
九
番
地
一

〃

本　

矢　

治　

生

　

〃　

大
字
木
立
五
八
二
一
番
地

〃

新　

名　

孝　

幸

　

〃　

大
字
木
立
五
一
七
〇
番
地

監　

事

植　

田　

稔　

明

　

〃　

大
字
木
立
五
八
八
九
番
地
一

 

〃

山　

中　

英　

司

　

〃　

城
南
町
二
三
番
八
号

〃

今　

山　

敦　

夫

　

〃　

大
字
木
立
四
七
九
二
番
地
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
水
井
路

土
地
改
良
区
（
竹
田
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　
　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

堀　

　

　

義　

隆

竹
田
市
荻
町
宮
平
三
五
六
六
番
地
二

〃

伊　

東　

正　

文

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
五
八
四
番
地
二

〃

濱　

田　

英　

雄

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
六
〇
二
番
地

〃

伊　

東　

数　

美

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
七
〇
〇
番
地

〃

瀬　

井　

英　

樹

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
四
四
七
番
地

〃

工　

藤　

健　

一

北
九
州
市
八
幡
西
区
北
鷹
見
町
一
〇
番
三
―
二
〇
三
号



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
三

大
分
県
報
（
公
告
）

〃

堀　

　

　

信　

幸

竹
田
市
荻
町
鴫
田
六
四
一
四
番
地

　
　

（
就
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事

堀　

　

　

義　

隆

竹
田
市
荻
町
宮
平
三
五
六
六
番
地
二

〃

大　

森　

英　

功

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
五
八
六
番
地
一

〃

松　

下　

浩　

二

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
三
七
一
番
地
一

〃

赤　

木　

正　

幸

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
九
四
一
番
地

〃

大　

崎　

晋

太

郎

　

〃　

荻
町
西
福
寺
五
四
〇
二
番
地

〃

相　

馬　

郁　

史

　

〃　

荻
町
鴫
田
六
七
五
四
番
地

〃

米　

田　

　

　

盛

　

〃　

荻
町
鴫
田
六
七
五
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
重
町
土

地
改
良
区
（
豊
後
大
野
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

　
　

（
退
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事 

衞　

　

　

　

石

豊
後
大
野
市
三
重
町
伏
野
二
六
四
五
番
地

〃

佐　

　

　

　

徹

　
　

〃　
　

三
重
町
久
田
二
二
九
八
番
地
一

〃

佐　

藤　

幸　

生

　
　

〃　
　

三
重
町
本
城
一
六
九
番
地

〃

赤　

嶺　

卓　

男

　
　

〃　
　

三
重
町
玉
田
一
八
七
二
番
地

〃

小　

野　

末　

芳

　
　

〃　
　

三
重
町
川
辺
二
〇
一
〇
番
地

〃

後　

　

康　

弘

　
　

〃　
　

三
重
町
百
枝
二
〇
八
番
地

〃

伊　

東　

光　

理

　
　

〃　
　

三
重
町
上
田
原
七
三
一
番
地
一

〃

阿　

南 
 

清　

兒

　
　

〃　
　

三
重
町
向
野
一
一
二
四
番
地

〃

麻　

生　

重　

吉

　
　

〃　
　

三
重
町
内
山
八
〇
一
番
地

〃

小　

野　

眞　

一

　
　

〃　
　

三
重
町
内
田
三
二
四
五
番
地

〃

赤　

嶺　

二　

郎

　
　

〃　
　

三
重
町
赤
嶺
三
六
七
番
地

〃

芦　

刈　

義　

臣

　
　

〃　
　

三
重
町
小
坂
四
一
〇
九
番
地
一
三
〇

〃

首　

　

正　

光

　
　

〃　
　

三
重
町
秋
葉
六
八
一
番
地

監　

事

足　

立　

勇　

二

　
　

〃　
　

三
重
町
本
城
一
五
七
一
番
地
一

〃

後　

藤　

正　

生

　
　

〃　
　

三
重
町
川
辺
八
六
四
番
地

〃

麻　

生　

周　

一

　
　

〃　
　

三
重
町
秋
葉
三
二
三
八
番
地

　
　

（
就
任
役
員
）

役　

名

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

理　

事 

渡　

邉　

敬　

公

豊
後
大
野
市
三
重
町
小
田
一
八
四
六
番
地

〃

羽

田

野　

春　

治

　
　

〃　
　

三
重
町
久
田
一
一
一
二
番
地

〃

引　

田　

正　

信

　
　

〃　
　

三
重
町
本
城
一
〇
一
七
番
地

〃

神　

田　

英　

明

　
　

〃　
　

三
重
町
玉
田
四
〇
四
番
地

〃

後　

藤　

正　

生

　
　

〃　
　

三
重
町
川
辺
八
六
四
番
地

〃

高　

山　

幹　

則

　
　

〃　
　

三
重
町
西
泉
一
四
五
一
番
地

〃

伊　

東　

光　

理

　
　

〃　
　

三
重
町
上
田
原
七
三
一
番
地
一

〃

阿　

南 
 

清　

兒

　
　

〃　
　

三
重
町
向
野
一
一
二
四
番
地

〃

近　

藤　

光　

文

　
　

〃　
　

三
重
町
秋
葉
一
七
七
四
番
地

〃

栁　

井　

宗　

雄

　
　

〃　
　

三
重
町
内
田
一
九
〇
六
番
地

〃

中　

村　

榮　

治

　
　

〃　
　

三
重
町
赤
嶺
九
八
七
番
地

〃

麻　

生　

英

三

郎

　
　

〃　
　

三
重
町
芦
刈
二
四
五
二
番
地

〃

首　

　

正　

光

　
　

〃　
　

三
重
町
秋
葉
六
八
一
番
地

 

監　

事

多　

田　

泰　

信

　
　

〃　
　

三
重
町
玉
田
一
九
四
七
番
地



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
四

大
分
県
報
（
公
告
）

者
は

受
験

で
き

ま
せ

ん
。

３
　

試
験

の
実

施

　
⑴

　
試

験
日

時
及

び
試

験
会

場

試
　

　
験

試
　

験
　

日
　

時
試

験
会

場

第
１

次
試

験
令

和
元

年
９

月
22日

（
日

）

　
入

室
開

始
　

午
前

８
時

30分

　
着

席
完

了
　

午
前

９
時

　
試

験
時

間

　
　

教
養

試
験

・
ア

ピ
ー

ル
論

文
試

験

　
　

　
　

　
　

　
午

前
９

時
30分

か
ら

11時
50分

ま
で

　
　

体
力

試
験

・
身

体
検

査

　
　

　
　

　
　

　
午

後
１

時
か

ら
４

時
頃

ま
で

（
注

 ）
教

養
試

験
・

ア
ピ

ー
ル

論
文

試
験

は
、

試
験

開
始

後
30分

を

経
過

し
た

ら
入

室
で

き
ま

せ
ん

。
体

力
試

験
・

身
体

検
査

は
、

原
則

と
し

て
遅

刻
を

認
め

ま
せ

ん
。

大
分

県
立

大
分

鶴
崎

高
等

学
校

（
大

分
市

南
鶴

崎
３

丁
目

５
番

１
号

）

第
２

次
試

験
体

力
試

験
Ⅱ

・
適

性
検

査

　
　

　
　

　
令

和
元

年
10月

20日
（

日
）

面
接

試
験

　
 令

和
元

年
11月

上
旬

か
ら

11月
中

旬
ま

で
の

指
定

す
る

１
日

　
具

体
的

な
日

時
等

は
、

第
１

次
試

験
合

格
通

知
の

際
に

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

大
分

市
内

　
　

注
 　

試
験

会
場

へ
の

自
動

車
の

乗
り

入
れ

及
び

試
験

会
場

周
辺

に
お

け
る

駐
車

や
送

迎
時

の
駐

停
車

は

で
き

ま
せ

ん
。

　
⑵

　
試

験
の

内
容

　
　

ア
　

第
１

次
試

験

　
　

　
　

受
験

者
全

員
に

対
し

て
大

学
卒

業
程

度
の

内
容

で
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
教

養
試

験
（

配
点

50点
）

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
必

要
な

一
般

的
知

識
（

社
会

（
法

律
、

政
治

、
経

済
、

社
会

一
般

等
）

）
及

び

知
能

（
文

章
理

解
（

英
文

を
含

む
。

）
、

判
断

推
理

、
数

的
推

理
、

資
料

解
釈

）
に

つ
い

て
筆

記

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

１
時

間
  ５

枝
択

一
式

　
20問

）

　
　

　
イ

　
ア

ピ
ー

ル
論

文
試

験
（

配
点

100点
）

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
の

高
い

志
や

バ
イ

タ
リ

テ
ィ

ー
、

卓
越

し
た

経
験

又
は

専
門

知
識

・
資

格
等

を

ア
ピ

ー
ル

す
る

筆
記

試
験

を
し

ま
す

。

〃

神　

田　

増　

秋

　
　

〃　
　

三
重
町
百
枝
一
三
〇
九
番
地
一

〃

麻　

生　

重　

吉

　
　

〃　
　

三
重
町
内
山
八
〇
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
令

和
元

年
度

大
分

県
警

察
官

Ａ
採

用
試

験
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

）
及

び
大

分
県

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

採
用

試

験
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

）
公

告

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
　

分
　

県
　

人
　

事
　

委
　

員
　

会
　

　
次

の
と

お
り

、
令

和
元

年
度

大
分

県
警

察
官

Ａ
採

用
試

験
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

）
及

び
大

分
県

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

採
用

試
験

（
チ

ャ
レ

ン
ジ

枠
）

を
行

い
ま

す
。

１
　

試
験

種
類

、
試

験
区

分
、

採
用

予
定

者
数

及
び

職
務

の
内

容

試
験

種
類

試
験

区
分

採
用

予
定

者
数

職
務

の
内

容

警
察

官
Ａ

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

３
人

個
人

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

の
保

護
、

犯
罪

の

予
防

・
捜

査
、

被
疑

者
の

逮
捕

、
交

通
の

取
締

り

そ
の

他
公

共
の

安
全

と
秩

序
を

維
持

す
る

職
務

に

従
事

し
ま

す
。

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

２
人

合
　

　
　

計
５

人

　
　

注
　

採
用

予
定

者
数

は
、

今
後

の
欠

員
等

の
状

況
に

よ
り

変
更

に
な

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

２
　

受
験

資
格

　
⑴

　
年

齢
・

性
別

等

試
験

種
類

試
験

区
分

年
齢

・
性

別
学

　
　

歴

警
察

官
Ａ

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

昭
和

61年
４

月
２

日
以

降

に
生

ま
れ

た
男

性

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
）

に
よ

る
大

学
（

４
年

制
以

上
の

も
の

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
２

年
３

月
末

ま
で

に
卒

業
見

込
み

の
者

（
大

分
県

人
事

委
員

会
が

同
等

の
資

格
が

あ
る

と
認

め
る

者
を

含
む

。
）

警
察

官
Ａ

（
女

性
）

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

昭
和

61年
４

月
２

日
以

降

に
生

ま
れ

た
女

性

　
　

注
１

　
「

大
分

県
人

事
委

員
会

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

」
に

つ
い

て
は

、
大

分
県

人
事

委

　
　

　
　

員
会

事
務

局
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

　
　

注
２

　
大

学
卒

業
見

込
み

の
者

が
令

和
２

年
３

月
末

ま
で

に
卒

業
で

き
な

か
っ

た
場

合
は

採
用

さ
れ

ま

　
　

　
　

せ
ん

。

　
⑵

 　
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
又

は
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

に
該

当
す

る



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
五

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

　
　

 　
な

お
、

教
養

試
験

、
体

力
試

験
及

び
身

体
検

査
の

結
果

が
合

格
基

準
に

達
し

な
い

場
合

は
不

合

格
と

な
る

た
め

、
ア

ピ
ー

ル
論

文
試

験
は

採
点

し
ま

せ
ん

。

　
　

　
　

　
（

１
時

間
　

800字
以

内
）

　
　

　
ウ

　
体

力
試

験
（

配
点

50点
）

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
の

職
務

の
遂

行
に

必
要

な
体

力
を

有
す

る
か

に
つ

い
て

試
験

を
し

ま
す

。
   

実
施

種
目

実
　

施
　

方
　

法
基

　
準

　
値

上
体

起
こ

し
仰

臥
の

姿
勢

か
ら

上
体

起
こ

し
（

30秒
間

）
男

性
20回

以
上

女
性

15回
以

上

腕
立

伏
臥

腕
屈

伸
腕

立
て

の
姿

勢
か

ら
腕

屈
伸

（
２

秒
に

１
回

の
リ

ズ
ム

）
男

性
25回

以
上

女
性

15回
以

上

　
　

注
　

２
種

目
の

う
ち

い
ず

れ
も

基
準

値
に

達
し

な
い

場
合

は
不

合
格

と
な

り
ま

す
。

　
　

　
エ

　
身

体
検

査

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
の

職
務

の
遂

行
に

必
要

な
身

体
を

有
す

る
か

に
つ

い
て

検
査

し
ま

す
。

     

検
査

種
目

基
　

準

視
　

力
両

眼
と

も
裸

眼
視

力
が

0.6以
上

で
あ

る
こ

と
又

は
矯

正
視

力
が

1.0以
上

で
あ

る
こ

と
｡

色
　

覚
職

務
の

遂
行

に
支

障
の

な
い

こ
と

。

そ
の

他
職

務
の

遂
行

に
支

障
の

な
い

身
体

的
状

態
で

あ
る

こ
と

。

　
　

イ
　

第
２

次
試

験

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
体

力
試

験
Ⅱ

（
配

点
20点

）

　
　

　
　

　
身

体
の

全
身

持
久

力
に

つ
い

て
の

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

20メ
ー

ト
ル

シ
ャ

ト
ル

ラ
ン

（
往

復
持

久
走

）
）

　
　

　
イ

　
面

接
試

験
（

配
点

360点
）

　
　

　
　

　
人

物
に

つ
い

て
集

団
討

論
及

び
個

別
面

接
に

よ
る

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

40分
程

度
の

個
別

面
接

を
１

回
実

施
）

　
　

　
ウ

　
適

性
検

査

　
　

　
　

　
職

務
の

遂
行

に
必

要
な

適
応

性
に

つ
い

て
性

格
検

査
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
な

お
、

検
査

結
果

は
、

面
接

試
験

の
参

考
資

料
に

し
ま

す
。

　
　

　
エ

　
身

体
精

密
検

査

　
　

　
　

　
胸

部
疾

患
、

伝
染

性
疾

患
、

内
臓

疾
患

、
聴

力
等

に
つ

い
て

検
査

し
ま

す
。

　
　

ウ
　

受
験

資
格

等
の

調
査

　
　

　
　

受
験

資
格

の
有

無
、

申
込

書
記

載
事

項
の

真
否

等
に

つ
い

て
調

査
し

ま
す

。

　
　

エ
　

合
格

者
の

決
定

方
法

　
　

　
 　

最
終

合
格

者
は

、
第

１
次

試
験

及
び

第
２

次
試

験
の

得
点

を
合

計
し

た
総

合
得

点
の

高
得

点
順

に

決
定

し
ま

す
。

ま
た

、
各

試
験

種
目

に
は

そ
れ

ぞ
れ

合
格

基
準

が
あ

り
、

そ
の

合
格

基
準

に
達

し
な

い
場

合
は

、
不

合
格

と
な

り
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

総
合

得
点

及
び

総
合

順
位

が
上

位
で

あ
っ

て
も

不
合

格
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

な
お

、
合

格
基

準
は

、
大

分
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
て

い
ま

す
。

　
⑶

　
試

験
結

果
の

発
表

                                                                  

試
　

　
験

発
 表

 の
 時

 期
発

　
表

　
の

　
方

　
法

第
１

次
試

験
令

和
元

年
10月

８
日

（
火

）

午
前

９
時

合
格

者
に

は
合

格
通

知
書

を
郵

送
し

ま
す

。

ま
た

、
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
「

県
政

掲
示

板
」

（
大

分
県

庁
舎

本
館

１
階

県
政

展
示

ホ
ー

ル
）

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
、

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
掲

載
し

ま
す

。
第

２
次

試
験

令
和

元
年

11月
下

旬

　
　

注
１

 　
合

格
者

に
郵

送
す

る
合

格
通

知
書

は
、

延
着

又
は

不
着

と
な

る
場

合
が

あ
る

の
で

、
必

ず
「

県

政
掲

示
板

」
又

は
大

分
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

注
２

 　
第

１
次

試
験

合
格

者
に

郵
送

す
る

第
１

次
試

験
合

格
通

知
書

に
、

第
２

次
試

験
の

日
時

、
場

所

等
を

指
定

す
る

の
で

、
第

１
次

試
験

合
格

通
知

書
が

10月
11日

（
金

）
ま

で
に

到
着

し
な

い
場

合

は
、

直
ち

に
大

分
県

人
事

委
員

会
事

務
局

に
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

４
　

試
験

結
果

の
情

報
提

供

　
⑴

　
口

頭
に

よ
る

開
示

請
求

　
　

 　
こ

の
採

用
試

験
の

結
果

に
つ

い
て

は
、

大
分

県
個

人
情

報
保

護
条

例
（

平
成

13年
大

分
県

条
例

第
45

号
）

第
21条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

口
頭

で
開

示
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
受

験
者

本
人

が
本

人
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
（

運
転

免
許

証
、

学
生

証
、

パ
ス

ポ
ー

ト
等

（
原

則
と

し
て

顔
写

真

付
き

の
も

の
）

）
を

持
参

の
上

、
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

15分
ま

で
の

間
に

、
大

分
県

人
事

委

員
会

事
務

局
ま

で
お

越
し

く
だ

さ
い

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

祝
日

を
除

き
ま

す
。

）
。

試
　

験
開

示
請

求
で

き
る

者
開

示
期

間
開

示
内

容
開

示
場

所

第
１

次
試

験
第

１
次

試
験

不
合

格
者

（
途

中
棄

権
者

を
除

く
。

）

合
格

発
表

の

日
か

ら
起

算

し
て

１
月

間

試
験

種
目

別
得

点
、

総
合

得
点

及
び

総
合

順
位

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
（

大
分

県
市

町
村

会
館

６
階

）
第

２
次

試
験

第
１

次
試

験
合

格
者



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
六

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑵

　
郵

送
に

よ
る

情
報

提
供

　
　

 　
希

望
者

は
、

住
所

、
氏

名
、

試
験

区
分

お
よ

び
受

験
番

号
を

記
載

し
た

返
信

用
長

形
３

号
封

筒

（
235ｍ

ｍ
×

120ｍ
ｍ

）
に

切
手

（
基

本
料

金
（

定
形

郵
便

物
25ｇ

以
内

）
に

簡
易

書
留

料
金

を
加

算

し
た

金
額

）
を

貼
り

、
第

１
次

試
験

当
日

に
持

参
し

て
く

だ
さ

い
。

提
供

す
る

内
容

は
⑴

の
口

頭
に

よ

る
開

示
請

求
と

同
じ

で
す

。

５
　

採
用

及
び

給
与

　
⑴

　
合

格
か

ら
採

用
ま

で

　
　

ア
 　

最
終

合
格

者
は

、
大

分
県

人
事

委
員

会
の

採
用

候
補

者
名

簿
（

原
則

と
し

て
確

定
後

１
年

間
有

効
）

に
成

績
順

に
登

載
さ

れ
ま

す
。

大
分

県
人

事
委

員
会

は
、

大
分

県
警

察
本

部
長

か
ら

の
請

求
に

応
じ

て
採

用
候

補
者

を
成

績
順

に
提

示
し

、
大

分
県

警
察

本
部

長
が

そ
の

中
か

ら
採

用
者

を
決

定
し

ま
す

。

　
　

イ
　

採
用

予
定

時
期

は
、

原
則

と
し

て
令

和
２

年
４

月
１

日
で

す
。

　
　

ウ
 　

採
用

後
は

巡
査

に
任

命
さ

れ
、

警
察

学
校

に
お

い
て

６
月

間
の

教
育

訓
練

を
受

け
、

修
了

後
は

警

察
署

等
に

勤
務

し
ま

す
。

　
　

エ
 　

採
用

後
の

職
務

内
容

及
び

処
遇

等
は

、
従

来
か

ら
実

施
し

て
い

る
警

察
官

Ａ
採

用
試

験
と

差
異

は

あ
り

ま
せ

ん
。

　
⑵

　
給

与

　
　

 　
初

任
給

は
、

採
用

時
大

学
卒

2
0
6
,9

0
0
円

（
平

成
3
1
年

４
月

１
日

現
在

）
で

、
こ

の
ほ

か
各

種
の

手

当
が

支
給

さ
れ

ま
す

。
ま

た
、

職
歴

等
を

有
す

る
者

は
、

条
件

に
応

じ
て

加
算

さ
れ

ま
す

。

６
　

受
験

手
続

　
⑴

　
申

込
書

等
の

請
求

　
　

　
申

込
書

等
は

、
次

の
機

関
で

配
布

し
ま

す
。

機
　

関
　

名
所

　
　

在
　

　
地

　
　

等

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
〒

8
7
0
－

0
0
2
2
　

大
分

市
大

手
町

２
－

３
－

1
2
（

大
分

県
市

町
村

会
館

６

階
）

電
話

　
097－

506－
5212

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

〒
870－

8502　
大

分
市

大
手

町
３

－
１

－
１

（
大

分
県

庁
舎

新
館

８
階

）

電
話

　
097－

536－
1111　

内
線

5337

　
　

　
　

　
 536－

2131　
内

線
2643・

2646

大
分

中
央

警
察

署
〒

870－
0046　

大
分

市
荷

揚
町

５
－

６

電
話

　
097－

533－
2131 

大
分

東
警

察
署

〒
870－

0106　
大

分
市

大
字

鶴
崎

2200－
８

電
話

　
097－

527－
2131 

大
分

南
警

察
署

〒
870－

1173　
大

分
市

大
字

横
瀬

2212－
１

電
話

　
097－

542－
2131 

別
府

警
察

署
〒

874－
0909　

別
府

市
田

の
湯

町
13－

13

電
話

　
0977－

21－
2131

杵
築

日
出

警
察

署
〒

879－
1502　

速
見

郡
日

出
町

大
字

藤
原

字
友

田
2277－

２

電
話

　
0977－

72－
2131

国
東

警
察

署
〒

873－
0503　

国
東

市
国

東
町

鶴
川

48－
１

電
話

　
0978－

72－
2131

豊
後

高
田

警
察

署
〒

879－
0621　

豊
後

高
田

市
是

永
町

32－
１

電
話

　
0978－

22－
2131

宇
佐

警
察

署
〒

879－
0453　

宇
佐

市
大

字
上

田
1010－

１

電
話

　
0978－

32－
2131

中
津

警
察

署
〒

871－
0024　

中
津

市
中

央
町

１
－

２
－

10

電
話

　
0979－

22－
2131

玖
珠

警
察

署
〒

879－
4413　

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

467

電
話

　
0973－

72－
2131

日
田

警
察

署
〒

877－
0025　

日
田

市
田

島
２

－
８

－
１

電
話

　
0973－

23－
2131

竹
田

警
察

署
〒

878－
0025　

竹
田

市
大

字
拝

田
原

221

電
話

　
0974－

63－
2131

豊
後

大
野

警
察

署
〒

879－
7125　

豊
後

大
野

市
三

重
町

内
田

1196

電
話

　
0974－

22－
2131

佐
伯

警
察

署
〒

876－
0012　

佐
伯

市
大

字
鶴

望
2825－

４

電
話

　
0972－

22－
2131

臼
杵

津
久

見
警

察
署

〒
875－

0041　
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72－
61

電
話

　
0972－

62－
2131

杵
築

幹
部

交
番

〒
873－

0001　
杵

築
市

大
字

杵
築

665－
465

電
話

　
0978－

62－
2131

津
久

見
幹

部
交

番
〒

879－
2441　

津
久

見
市

中
央

町
760－

156

電
話

　
0972－

82－
2131

大
分

県
東

部
振

興
局

〒
873－

0504　
国

東
市

国
東

町
安

国
寺

786－
１

（
国

東
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0978－

72－
1212



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
七

大
分
県
報
（
公
告
）

大
分

県
南

部
振

興
局

〒
876－

0813　
佐

伯
市

長
島

町
１

－
２

－
１

（
佐

伯
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0972－

22－
0390

大
分

県
豊

肥
振

興
局

〒
878－

0013　
竹

田
市

大
字

竹
田

字
山

手
1501－

２
（

竹
田

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0974－

63－
1171

大
分

県
西

部
振

興
局

〒
877－

0004　
日

田
市

城
町

１
－

１
－

10（
日

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

23－
2200

大
分

県
北

部
振

興
局

〒
879－

0454　
宇

佐
市

大
字

法
鏡

寺
235－

１
（

宇
佐

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0978－

32－
1170

豊
後

高
田

土
木

事
務

所
〒

879－
0621　

豊
後

高
田

市
是

永
町

39（
豊

後
高

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0978－

22－
2285

別
府

土
木

事
務

所
〒

874－
0840　

別
府

市
大

字
鶴

見
字

下
田

井
14－

１

電
話

　
0977－

67－
0211

臼
杵

土
木

事
務

所
〒

875－
0041　

臼
杵

市
大

字
臼

杵
字

洲
崎

72－
254

電
話

　
0972－

63－
4136

豊
後

大
野

土
木

事
務

所
〒

879－
7131　

豊
後

大
野

市
三

重
町

市
場

1123（
豊

後
大

野
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0974－

22－
1056

玖
珠

土
木

事
務

所
〒

879－
4413　

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

137－
１

（
玖

珠
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

72－
1152

中
津

土
木

事
務

所
〒

871－
0024　

中
津

市
中

央
町

１
－

５
－

16（
中

津
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0979－

22－
2110

大
分

県
東

京
事

務
所

〒
1
0
4
－

0
0
6
1
　

東
京

都
中

央
区

銀
座

２
－

２
－

２
（

ヒ
ュ

ー
リ

ッ
ク

西
銀

座
ビ

ル
６

階
）

電
話

　
03－

6862－
8787

大
分

県
大

阪
事

務
所

〒
530－

0001　
大

阪
市

北
区

梅
田

１
－

１
－

３
－

2100（
大

阪
駅

前
第

３

ビ
ル

21階
）

電
話

　
06－

6345－
0071

大
分

県
福

岡
事

務
所

〒
810－

0001　
福

岡
市

中
央

区
天

神
２

－
14－

８
（

福
岡

天
神

セ
ン

タ
ー

ビ
ル

10階
）

電
話

　
092－

721－
0041   

大
分

県
立

図
書

館
〒

870－
0008　

大
分

市
王

子
西

町
14－

１

電
話

　
097－

546－
9972

　
　

注
 　

郵
便

で
請

求
す

る
場

合
は

、
120円

切
手

を
貼

っ
た

宛
先

明
記

の
返

信
用

角
形

２
号

封
筒

（
240ｍ

ｍ
×

332ｍ
ｍ

）
を

同
封

し
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
請

求
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

　
 　

封
筒

の
表

左
側

に
、

「
警

察
官

Ａ
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

）
採

用
試

験
受

験
案

内
請

求
」

と
赤

書
き

し

て
く

だ
さ

い
。

　
⑵

　
受

付
期

間

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
　

令
和

元
年

７
月

29日
（

月
）

～
８

月
22日

（
木

）

　
　

　
注

　
受

付
期

間
中

に
正

常
に

到
達

し
た

も
の

に
限

り
受

け
付

け
ま

す
。

　
　

イ
　

郵
送

及
び

持
参

に
よ

る
申

込
み

の
場

合

　
　

　
　

令
和

元
年

７
月

29日
（

月
）

～
８

月
22日

（
木

）
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

　
　

　
　

受
付

時
間

  午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

45分
ま

で

　
　

　
注

 　
郵

送
さ

れ
た

申
込

書
は

、
８

月
2
2
日

（
木

）
ま

で
の

消
印

が
あ

る
も

の
に

限
り

受
け

付
け

ま

す
。

　
⑶

　
申

込
書

の
提

出

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
 　

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
申

込
画

面
上

の
注

意
事

項
を

十
分

確
認

の
上

、
直

接
申

し
込

ん
で

く

だ
さ

い
。

申
込

み
を

正
常

に
受

け
付

け
た

際
に

は
「

申
請

受
付

の
お

知
ら

せ
」

を
電

子
メ

ー
ル

で
返

信
す

る
の

で
、

必
ず

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
返

信
が

届
か

な
い

場
合

は
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

ま
で

連
絡

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

イ
　

郵
送

及
び

持
参

に
よ

る
申

込
み

の
場

合

　
　

　
 　

所
定

の
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

受
験

票
の

所
定

欄
に

62円
切

手
を

貼
っ

て
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

郵
送

の
場

合
は

、
封

筒
の

表
左

側
に

「
警

察
官

Ａ
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
枠

）
受

験
」

と
赤

書
き

し
、

郵
便

局
の

窓
口

に
持

参
し

て
簡

易
書

留
の

手
続

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
簡

易
書

留
の

受
領

証
は

受
験

票
が

届
く

ま
で

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

な
お

、
申

込
時

に
は

写
真

を
貼

ら
な

い
で

く
だ

さ
い

。

　
⑷

　
申

込
者

へ
の

受
験

票
の

送
付

　
　

 　
受

験
票

は
８

月
下

旬
に

送
付

し
ま

す
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

は
、

電
子

メ
ー

ル

に
よ

り
受

験
票

を
送

信
す

る
の

で
、

各
自

で
印

刷
し

、
通

常
は

が
き

の
大

き
さ

・
厚

さ
の

紙
に

貼
り

付

け
て

く
だ

さ
い

。
郵

送
及

び
持

参
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

は
、

申
込

時
に

指
定

の
あ

っ
た

宛
先

に
受

験

票
を

郵
送

し
ま

す
。

　
　

　
ま

た
、

受
験

票
は

、
写

真
を

貼
っ

た
上

、
第

１
次

試
験

当
日

に
必

ず
持

参
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

 　
な

お
、

９
月

５
日

（
木

）
ま

で
に

受
験

票
が

届
か

な
い

場
合

は
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
お

問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

７
　

問
合

せ
先

ほ
か

　
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

　
　

　
電

話
　

097－
536－

2131  内
線

2643・
2646



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
八

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局

　
　

　
電

話
　

097－
506－

5212

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
大

分
県

職
員

採
用

情
報

」

　
　

　
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/saiy

ou
zy

ou
h
ou

/

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
令

和
元

年
度

警
察

官
Ｂ

採
用

共
同

試
験

及
び

大
分

県
警

察
官

Ｂ
（

女
性

）
採

用
試

験
公

告

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
　

分
　

県
　

人
　

事
　

委
　

員
　

会

　
次

の
と

お
り

、
令

和
元

年
度

警
察

官
Ｂ

採
用

共
同

試
験

及
び

大
分

県
警

察
官

Ｂ
（

女
性

）
採

用
試

験
を

行

い
ま

す
。

　
な

お
、

警
察

官
Ｂ

採
用

共
同

試
験

は
、

警
視

庁
（

東
京

都
）

及
び

愛
知

県
・

大
阪

府
警

察
本

部
と

共
同

し

て
行

い
ま

す
。

１
　

試
験

種
類

、
試

験
区

分
、

採
用

予
定

者
数

及
び

職
務

の
内

容

試
験

種
類

試
験

区
分

採
　

用
　

予
　

定
　

者
　

数

職
務

の
内

容
大

分
県

警
視

庁

(東
京

都
)

愛
知

県
大

阪
府

  

警
察

官
Ｂ

一
　

般
17人

２
人

２
人

２
人

個
人

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

の

保
護

、
犯

罪
の

予
防

・
捜

査
、

被

疑
者

の
逮

捕
､
交

通
の

取
締

り
そ

の
他

公
共

の
安

全
と

秩
序

を
維

持

す
る

職
務

に
従

事
し

ま
す

。

警
察

官
Ｂ

（
女

性
）

一
　

般
９

人

合
　

　
　

計
26人

２
人

２
人

２
人

　
　

注
１

 　
警

察
官

Ｂ
採

用
共

同
試

験
に

つ
い

て
は

、
申

込
書

の
受

付
後

に
志

望
す

る
都

府
県

を
変

更
す

る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
　

　
　

注
２

　
採

用
予

定
者

数
は

、
今

後
の

欠
員

等
の

状
況

に
よ

り
変

更
に

な
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

２
　

受
験

資
格

　
⑴

　
年

齢
・

性
別

等

試
験

種
類

試
験

区
分

都
府

県
年

齢
・

性
別

学
　

　
歴

警
察

官
Ｂ

一
　

般
大

 分
 県

昭
和

63年
４

月
２

日
か

ら

平
成

14年
４

月
１

日
ま

で

に
生

ま
れ

た
男

性

学
校

教
育

法
（

昭
和

22年
法

律
第

26号
）

に
よ

る
大

学
（

４
年

制
以

上
の

も
の

）
を

卒
業

し
た

者
又

は
令

和
２

年
３

月
ま

で
に

卒
業

見
込

み
の

者
（

大
分

県
人

事
委

員
会

警
 視

 庁
昭

和
59年

９
月

24日
か

ら

(東
京

都
)

平
成

14年
４

月
１

日
ま

で

に
生

ま
れ

た
男

性

が
同

等
の

資
格

が
あ

る
と

認
め

る
者

を
含

む
。

）
は

受
験

で
き

ま
せ

ん
。

愛
 知

 県
平

成
元

年
４

月
２

日
か

ら

平
成

14年
４

月
１

日
ま

で

に
生

ま
れ

た
男

性
  

大
 阪

 府
昭

和
61年

４
月

２
日

か
ら

平
成

14年
４

月
１

日
ま

で

に
生

ま
れ

た
男

性

警
察

官
Ｂ

（
女

性
）

一
　

般
大

 分
 県

昭
和

63年
４

月
２

日
か

ら

平
成

14年
４

月
１

日
ま

で

に
生

ま
れ

た
女

性

　
　

注
　

「
大

分
県

人
事

委
員

会
が

同
等

の
資

格
が

あ
る

と
認

め
る

者
」

に
つ

い
て

は
、

大
分

県
人

事
委

員

　
　

　
会

事
務

局
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

　
⑵

 　
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
又

は
地

方
公

務
員

法
（

昭
和

25年
法

律
第

261号
）

第
16条

に
該

当
す

る

者
は

受
験

で
き

ま
せ

ん
。

３
　

試
験

の
実

施

　
⑴

　
試

験
日

時
及

び
試

験
会

場

試
　

　
験

試
　

験
　

日
　

時
試

験
会

場

第
１

次
試

験
令

和
元

年
９

月
22日

（
日

）

　
入

室
開

始
　

午
前

８
時

30分

　
着

席
完

了
　

午
前

９
時

　
試

験
時

間

　
　

教
養

試
験

　
　

　
　

　
　

午
前

９
時

30分
か

ら
12時

ま
で

大
分

県
立

大
分

鶴
崎

高
等

学
校

（
大

分
市

南
鶴

崎
３

丁
目

５
番

１
号

）

　
　

体
力

試
験

・
身

体
検

査
　

午
後

１
時

か
ら

４
時

頃
ま

で

（
注

 ）
教

養
試

験
は

、
試

験
開

始
後

3
0
分

を
経

過
し

た
ら

入
室

で
き

ま
せ

ん
。

体
力

試
験

・
身

体
検

査
は

、
原

則
と

し
て

遅
刻

を
認

め
ま

せ
ん

。

第
２

次

試
　

験

大
分

県
作

文
試

験
・

体
力

試
験

Ⅱ
・

適
性

検
査

　
　

　
　

　
令

和
元

年
10月

20日
（

日
）

面
接

試
験

　
 令

和
元

年
1
1
月

上
旬

か
ら

1
1
月

中
旬

ま
で

の
指

定

す
る

１
日

　
具

体
的

な
日

時
等

は
、

第
１

次
試

験
合

格
通

知
の

際
に

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

大
分

市
内

大
分

県
令

和
元

年
11月

下
旬

以
降

大
分

県
内



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

一
九

大
分
県
報
（
公
告
）

以
外

の

都
府

県

　
　

注
 　

試
験

会
場

へ
の

自
動

車
の

乗
り

入
れ

及
び

試
験

会
場

周
辺

に
お

け
る

駐
車

や
送

迎
時

の
駐

停
車

は

で
き

ま
せ

ん
。

　
⑵

　
試

験
の

内
容

　
　

ア
　

第
１

次
試

験

　
　

　
　

受
験

者
全

員
に

対
し

て
高

校
卒

業
程

度
の

内
容

で
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
教

養
試

験
（

配
点

120点
）

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
必

要
な

一
般

的
知

識
（

社
会

（
法

律
、

政
治

、
経

済
、

社
会

一
般

等
）

、
人

文

（
日

本
史

、
世

界
史

、
地

理
、

思
想

・
哲

学
等

）
、

自
然

（
数

学
、

物
理

、
化

学
、

生
物

、
地

学

等
）

）
及

び
知

能
（

文
章

理
解

（
英

文
を

含
む

。
）

、
判

断
推

理
、

数
的

推
理

、
資

料
解

釈
）

に

つ
い

て
筆

記
試

験
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

（
２

時
間

30分
  ５

枝
択

一
式

　
50問

）

　
　

　
イ

　
体

力
試

験
（

配
点

80点
）

　
　

　
　

 　
警

察
官

と
し

て
の

職
務

の
遂

行
に

必
要

な
体

力
を

有
す

る
か

に
つ

い
て

試
験

し
ま

す
。

実
施

種
目

実
　

施
　

方
　

法
基

　
準

　
値

立
幅

と
び

両
足

で
同

時
に

踏
み

切
り

、
水

平
に

前
方

へ

跳
躍

男
性

205セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上

女
性

160セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上

上
体

起
こ

し
仰

臥
の

姿
勢

か
ら

上
体

起
こ

し
（

30秒
間

）
男

性
20回

以
上

女
性

15回
以

上

腕
立

伏
臥

腕
屈

伸
腕

立
て

の
姿

勢
か

ら
腕

屈
伸

（
２

秒
に

１
回

男
性

25回
以

上

の
リ

ズ
ム

）
女

性
15回

以
上

時
間

往
復

走
５

メ
ー

ト
ル

幅
の

往
復

走
（

15秒
間

）
男

性
40メ

ー
ト

ル
以

上

女
性

35メ
ー

ト
ル

以
上

　
　

注
１

　
基

準
値

は
大

分
県

の
も

の
で

あ
り

、
都

府
県

に
よ

っ
て

異
な

り
ま

す
。

　
　

注
２

 　
大

分
県

に
お

い
て

は
、

４
種

目
の

う
ち

２
種

目
以

上
が

基
準

値
に

達
し

な
い

場
合

は
不

合
格

と

な
り

ま
す

。

　
　

　
ウ

　
資

格
加

点
（

配
点

10点
）

　
　

　
　

 　
大

分
県

を
受

験
す

る
者

で
、

次
に

掲
げ

る
資

格
所

有
者

に
一

定
点

を
加

点
し

ま
す

。
た

だ
し

、

英
語

、
中

国
語

及
び

韓
国

語
の

資
格

加
点

に
つ

い
て

は
、

申
込

受
付

開
始

日
か

ら
遡

っ
て

２
年

以

内
に

取
得

し
た

も
の

に
限

り
有

効
と

し
ま

す
。

加
点

資
格

加
　

点
　

基
　

準
加

点
点

数

英
　

　
語

①
実

用
英

語
技

能
検

定
（

英
検

）
準

１
級

以
上

②
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｉ
Ｃ

650点
以

上
（

Ｉ
Ｐ

テ
ス

ト
を

除
く

。
）

③
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｆ
Ｌ

＜
Ｐ

Ｂ
Ｔ

＞
522点

以
上

④
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｆ
Ｌ

＜
iＢ

Ｔ
＞

68点
以

上

⑤
国

際
連

合
公

用
語

英
語

検
定

（
国

連
英

検
）

Ｂ
級

以
上

10点

①
実

用
英

語
技

能
検

定
（

英
検

）
２

級

②
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｉ
Ｃ

470点
以

上
650点

未
満

（
Ｉ

Ｐ
テ

ス
ト

を
除

く
。

）

③
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｆ
Ｌ

＜
Ｐ

Ｂ
Ｔ

＞
460点

以
上

522点
未

満

④
Ｔ

Ｏ
Ｅ

Ｆ
Ｌ

＜
iＢ

Ｔ
＞

48点
以

上
68点

未
満

⑤
国

際
連

合
公

用
語

英
語

検
定

（
国

連
英

検
）

Ｃ
級

５
点

中
国

語

①
中

国
語

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
検

定
（

Ｔ
Ｅ

Ｃ
Ｃ

）
550点

以
上

②
中

国
語

検
定

２
級

以
上

③
漢

語
水

平
考

試
５

級
以

上

10点

①
中

国
語

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
検

定
（

Ｔ
Ｅ

Ｃ
Ｃ

）
400点

以
上

550点

未
満

②
中

国
語

検
定

３
級

③
漢

語
水

平
考

試
４

級

５
点

韓
国

語

①
ハ

ン
グ

ル
能

力
検

定
２

級
以

上

②
韓

国
語

能
力

試
験

５
級

以
上

10点

①
ハ

ン
グ

ル
能

力
検

定
準

２
級

②
韓

国
語

能
力

試
験

４
級

５
点

簿
　

　
記

①
日

商
簿

記
検

定
２

級
以

上

②
全

経
簿

記
能

力
検

定
１

級
以

上

10点
柔

　
　

道
２

段
以

上
（

公
益

財
団

法
人

講
道

館
が

認
定

す
る

も
の

に
限

る
。

）

剣
　

　
道

２
段

以
上

（
一

般
財

団
法

人
全

日
本

剣
道

連
盟

が
認

定
す

る
も

の
に

限
る

。
）

情
報

処
理

Ｉ
Ｔ

パ
ス

ポ
ー

ト
試

験
を

除
く

情
報

処
理

技
術

者
試

験
（

経
済

産
業

省
所

管
の

国
家

試
験

）
合

格
者

Ｉ
Ｔ

パ
ス

ポ
ー

ト
試

験
（

経
済

産
業

省
所

管
の

国
家

試
験

）
合

格
者

５
点

必
要

書
類

　
上

記
資

格
を

証
明

す
る

書
類

（
合

格
証

明
書

、
ス

コ
ア

レ
ポ

ー
ト

又
は

段
位

を
証

明
で

き

る
書

類
）

申
請

方
法

　
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

必
要

書
類

の
写

し
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

第



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

１
次

試
験

当
日

に
必

要
書

類
の

原
本

を
持

参
し

、
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

注
１

 　
申

込
時

に
必

要
書

類
が

添
付

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
第

１
次

試
験

当
日

に
原

本
に

よ
り

資
格

の

確
認

が
で

き
る

場
合

の
み

加
点

対
象

と
し

ま
す

。

　
　

注
２

 　
資

格
加

点
を

希
望

す
る

場
合

は
、

郵
送

又
は

持
参

に
よ

り
申

込
み

し
て

く
だ

さ
い

。
イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト
で

の
申

込
み

で
は

加
点

で
き

ま
せ

ん
。

　
　

注
３

 　
加

点
資

格
ご

と
に

設
け

た
加

点
基

準
の

い
ず

れ
か

を
有

す
る

場
合

に
10点

又
は

５
点

を
加

点
し

ま
す

。
申

請
で

き
る

加
点

基
準

は
、

加
点

資
格

ご
と

に
１

つ
と

し
、

複
数

の
資

格
を

有
す

る
場

合

に
つ

い
て

も
、

加
点

は
10点

ま
で

と
し

ま
す

。

　
　

　
エ

　
身

体
検

査

　
　

　
　

　
警

察
官

と
し

て
の

職
務

の
遂

行
に

必
要

な
身

体
を

有
す

る
か

に
つ

い
て

検
査

し
ま

す
。

検
査

種
目

基
　

準

視
　

力
 両

眼
と

も
裸

眼
視

力
が

0.6以
上

で
あ

る
こ

と
又

は
矯

正
視

力
が

1.0以
上

で
あ

る
こ

と
｡

色
　

覚
 職

務
の

遂
行

に
支

障
の

な
い

こ
と

。

そ
の

他
 職

務
の

遂
行

に
支

障
の

な
い

身
体

的
状

態
で

あ
る

こ
と

。

　
　

注
　

基
準

は
大

分
県

の
も

の
で

あ
り

、
都

府
県

に
よ

っ
て

異
な

り
ま

す
。

　
　

イ
　

第
２

次
試

験

　
　

　
　

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

対
し

て
次

の
試

験
種

目
を

実
施

し
ま

す
。

　
　

　
ア

　
作

文
試

験
（

配
点

50点
）

　
　

　
　

　
職

務
の

遂
行

に
必

要
な

表
現

力
、

構
成

力
等

に
つ

い
て

筆
記

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

１
時

間
　

800字
以

内
）

　
　

　
イ

　
体

力
試

験
Ⅱ

（
配

点
20点

）

　
　

　
　

　
身

体
の

全
身

持
久

力
に

つ
い

て
の

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

20メ
ー

ト
ル

シ
ャ

ト
ル

ラ
ン

（
往

復
持

久
走

）
）

　
　

　
ウ

　
面

接
試

験
（

配
点

300点
）

　
　

　
　

　
人

物
に

つ
い

て
個

別
面

接
に

よ
る

試
験

を
し

ま
す

。

　
　

　
　

　
（

40分
程

度
の

個
別

面
接

を
１

回
実

施
）

　
　

　
エ

　
適

性
検

査

　
　

　
　

　
職

務
の

遂
行

に
必

要
な

適
応

性
に

つ
い

て
性

格
検

査
を

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
な

お
、

検
査

結
果

は
、

面
接

試
験

の
参

考
資

料
に

し
ま

す
。

　
　

　
オ

　
身

体
精

密
検

査

　
　

　
　

　
胸

部
疾

患
、

伝
染

性
疾

患
、

内
臓

疾
患

、
聴

力
等

に
つ

い
て

検
査

し
ま

す
。

　
　

　
　

注
　

第
２

次
試

験
の

内
容

は
、

大
分

県
の

も
の

で
あ

り
、

都
府

県
に

よ
っ

て
異

な
り

ま
す

。

　
　

ウ
　

受
験

資
格

等
の

調
査

　
　

　
　

受
験

資
格

の
有

無
、

申
込

書
記

載
事

項
の

真
否

等
に

つ
い

て
調

査
し

ま
す

。

　
　

エ
　

合
格

者
の

決
定

方
法

　
　

　
 　

大
分

県
に

お
い

て
は

、
最

終
合

格
者

は
第

１
次

試
験

及
び

第
２

次
試

験
の

得
点

を
合

計
し

た
総

合

得
点

の
高

得
点

順
に

決
定

し
ま

す
。

ま
た

、
各

試
験

種
目

に
は

そ
れ

ぞ
れ

合
格

基
準

が
あ

り
、

そ
の

合
格

基
準

に
達

し
な

い
場

合
は

、
不

合
格

と
な

り
ま

す
。

し
た

が
っ

て
、

総
合

得
点

及
び

総
合

順
位

が
上

位
で

あ
っ

て
も

不
合

格
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

　
　

　
　

な
お

、
合

格
基

準
は

、
大

分
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

も
掲

載
し

て
い

ま
す

。

　
　

オ
　

留
意

事
項

　
　

　
　

試
験

種
目

及
び

配
点

は
大

分
県

の
も

の
で

あ
り

、
都

府
県

に
よ

っ
て

異
な

り
ま

す
。

　
⑶

　
試

験
結

果
の

発
表

試
　

　
験

発
 表

 の
 時

 期
発

　
表

　
の

　
方

　
法

大
分

県
第

１
次

試
験

令
和

元
年

10月
２

日
（

水
）

午
前

９
時

合
格

者
に

は
合

格
通

知
書

を
郵

送
し

ま
す

。

ま
た

、
合

格
者

の
受

験
番

号
は

、
「

県
政

掲

示
板

」
（

大
分

県
庁

舎
本

館
１

階
県

政
展

示

ホ
ー

ル
）

に
掲

示
す

る
と

と
も

に
、

大
分

県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
ま

す
。

第
２

次
試

験
令

和
元

年
11月

下
旬

大
分

県
 

以
外

の

都
府

県
 

第
１

次
試

験
令

和
元

年
11月

上
旬

か
ら

11月
下

旬
ま

で

各
都

府
県

が
合

格
者

に
文

書
で

通
知

し
ま

す
。

 

第
２

次
試

験
令

和
２

年
１

月
下

旬
か

ら

２
月

上
旬

ま
で

　
　

注
１

 　
合

格
者

（
大

分
県

の
試

験
の

合
格

者
に

限
る

。
）

に
郵

送
す

る
合

格
通

知
書

は
、

延
着

又
は

不

着
と

な
る

場
合

が
あ

る
の

で
、

必
ず

「
県

政
掲

示
板

」
又

は
大

分
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

確
認

し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

注
２

 　
第

１
次

試
験

合
格

者
（

大
分

県
の

第
１

次
試

験
の

合
格

者
に

限
る

。
）

に
郵

送
す

る
第

１
次

試

験
合

格
通

知
書

に
、

第
２

次
試

験
の

日
時

、
場

所
等

を
指

定
す

る
の

で
、

第
１

次
試

験
合

格
通

知

書
が

10月
７

日
（

月
）

ま
で

に
到

着
し

な
い

場
合

に
は

、
直

ち
に

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

４
　

試
験

結
果

の
情

報
提

供

　
 　

こ
の

採
用

試
験

の
結

果
に

つ
い

て
は

、
大

分
県

個
人

情
報

保
護

条
例

（
平

成
1
3
年

大
分

県
条

例
第

4
5

号
）

第
21条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

口
頭

で
開

示
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
受

験
者

本
人

が
本

人



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
一

大
分
県
報
（
公
告
）

で
あ

る
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

（
運

転
免

許
証

、
学

生
証

、
パ

ス
ポ

ー
ト

等
（

原
則

と
し

て
顔

写
真

付
き

の
も

の
）

）
を

持
参

の
上

、
午

前
８

時
30分

か
ら

午
後

５
時

15分
ま

で
の

間
に

、
大

分
県

人
事

委
員

会
事

務
局

ま
で

お
越

し
く

だ
さ

い
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
き

ま
す

。
）

。

試
　

験
開

示
請

求
で

き
る

者
開

示
期

間
開

示
内

容
開

示
場

所

第
１

次

試
　

験

大
分

県

の
第

１

次
試

験

不
合

格

者
（

途

中
棄

権

者
を

除

く
。

）

大
分

県
の

み
を

志
望

し

た
者

合
格

発
表

の
日

か
ら

起
算

し

て
１

月
間

試
験

種
目

別
得

点
、

総
合

得
点

及
び

総
合

順
位

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局

（
大

分
県

市
町

村
会

館
６

階
）

大
分

県

以
外

の

都
府

県

を
第

２

志
望

と

し
た

者

大
分

県
以

外

の
都

府
県

の

第
１

次
試

験

不
合

格
者

令
和

２
年

１
月

６
日

（
月

）

か
ら

同
年

２
月

５
日

（
水

）

ま
で

大
分

県
以

外

の
都

府
県

の

第
１

次
試

験

合
格

者

令
和

２
年

２
月

28日
（

金
）

か
ら

同
年

３
月

27日
（

金
）

ま
で

第
２

次

試
　

験

大
分

県
の

第
１

次
試

験
合

格
者

合
格

発
表

の
日

か
ら

起
算

し

て
１

月
間

５
　

採
用

及
び

給
与

　
⑴

　
合

格
か

ら
採

用
ま

で

　
　

ア
　

大
分

県

　
　

　
ア

 　
最

終
合

格
者

は
、

大
分

県
人

事
委

員
会

の
採

用
候

補
者

名
簿

（
原

則
と

し
て

確
定

後
１

年
間

有

効
）

に
成

績
順

に
登

載
さ

れ
ま

す
。

大
分

県
人

事
委

員
会

は
、

大
分

県
警

察
本

部
長

か
ら

の
請

求

に
応

じ
て

採
用

候
補

者
を

成
績

順
に

提
示

し
、

大
分

県
警

察
本

部
長

が
そ

の
中

か
ら

採
用

者
を

決

定
し

ま
す

。

　
　

　
イ

 　
採

用
予

定
時

期
は

、
原

則
と

し
て

令
和

２
年

４
月

１
日

で
す

。
  

　
　

　
ウ

 　
採

用
後

は
巡

査
に

任
命

さ
れ

、
警

察
学

校
に

お
い

て
10月

間
の

教
育

訓
練

を
受

け
、

修
了

後
は

　
　

　
　

警
察

署
等

に
勤

務
し

ま
す

。

　
　

イ
　

大
分

県
以

外
の

都
府

県

　
　

　
　

各
都

府
県

に
直

接
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

　
⑵

　
給

与

　
　

 　
大

分
県

の
初

任
給

は
、

採
用

時
短

期
大

学
卒

188,700円
及

び
高

校
卒

174,400円
（

平
成

31年
４

月

１
日

現
在

）
で

、
こ

の
ほ

か
各

種
の

手
当

が
支

給
さ

れ
ま

す
。

ま
た

、
職

歴
等

を
有

す
る

者
は

、
条

件

に
応

じ
て

加
算

さ
れ

ま
す

。

　
　

 　
な

お
、

大
分

県
以

外
の

都
府

県
の

初
任

給
及

び
各

種
手

当
等

に
つ

い
て

は
、

各
都

府
県

に
よ

っ
て

異

な
り

ま
す

。

６
　

受
験

手
続

　
⑴

　
申

込
書

等
の

請
求

　
　

　
申

込
書

等
は

、
次

の
機

関
で

配
布

し
ま

す
。

機
　

関
　

名
所

　
　

在
　

　
地

　
　

等

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局
〒

8
7
0
－

0
0
2
2
　

大
分

市
大

手
町

２
－

３
－

1
2
（

大
分

県
市

町
村

会
館

６

階
）

電
話

　
097－

506－
5212

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

〒
8
7
0
－

8
5
0
2
　

大
分

市
大

手
町

３
－

１
－

１
（

大
分

県
庁

舎
新

館
８

階
）

電
話

　
097－

536－
1111　

内
線

5337

　
　

　
　

　
 536－

2131　
内

線
2643・

2646

大
分

中
央

警
察

署
〒

870－
0046　

大
分

市
荷

揚
町

５
－

６

電
話

　
097－

533－
2131 

大
分

東
警

察
署

〒
870－

0106　
大

分
市

大
字

鶴
崎

2200－
８

電
話

　
097－

527－
2131 

大
分

南
警

察
署

〒
870－

1173　
大

分
市

大
字

横
瀬

2212－
１

電
話

　
097－

542－
2131 

別
府

警
察

署
〒

874－
0909　

別
府

市
田

の
湯

町
13－

13

電
話

　
0977－

21－
2131

杵
築

日
出

警
察

署
〒

879－
1502　

速
見

郡
日

出
町

大
字

藤
原

字
友

田
2277－

２

電
話

　
0977－

72－
2131

国
東

警
察

署
〒

873－
0503　

国
東

市
国

東
町

鶴
川

48－
１

電
話

　
0978－

72－
2131

豊
後

高
田

警
察

署
〒

879－
0621　

豊
後

高
田

市
是

永
町

32－
１

電
話

　
0978－

22－
2131

宇
佐

警
察

署
〒

879－
0453　

宇
佐

市
大

字
上

田
1010－

１

電
話

　
0978－

32－
2131

中
津

警
察

署
〒

871－
0024　

中
津

市
中

央
町

１
－

２
－

10

電
話

　
0979－

22－
2131

玖
珠

警
察

署
〒

879－
4413　

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

467

電
話

　
0973－

72－
2131

日
田

警
察

署
〒

877－
0025　

日
田

市
田

島
２

－
８

－
１

電
話

　
0973－

23－
2131



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
二

大
分
県
報
（
公
告
）

竹
田

警
察

署
〒

878－
0025　

竹
田

市
大

字
拝

田
原

221

電
話

　
0974－

63－
2131

豊
後

大
野

警
察

署
〒

879－
7125　

豊
後

大
野

市
三

重
町

内
田

1196

電
話

　
0974－

22－
2131

佐
伯

警
察

署
〒

876－
0012　

佐
伯

市
大

字
鶴

望
2825－

４

電
話

　
0972－

22－
2131

臼
杵

津
久

見
警

察
署

〒
875－

0041　
臼

杵
市

大
字

臼
杵

72－
61

電
話

　
0972－

62－
2131

杵
築

幹
部

交
番

〒
873－

0001　
杵

築
市

大
字

杵
築

665－
465

電
話

　
0978－

62－
2131

津
久

見
幹

部
交

番
〒

879－
2441　

津
久

見
市

中
央

町
760－

156

電
話

　
0972－

82－
2131

大
分

県
東

部
振

興
局

〒
873－

0504　
国

東
市

国
東

町
安

国
寺

786－
１

（
国

東
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0978－

72－
1212

大
分

県
南

部
振

興
局

〒
876－

0813　
佐

伯
市

長
島

町
１

－
２

－
１

（
佐

伯
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0972－

22－
0390

大
分

県
豊

肥
振

興
局

〒
878－

0013　
竹

田
市

大
字

竹
田

字
山

手
1501－

２
（

竹
田

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0974－

63－
1171

大
分

県
西

部
振

興
局

〒
877－

0004　
日

田
市

城
町

１
－

１
－

10（
日

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

23－
2200

大
分

県
北

部
振

興
局

〒
879－

0454　
宇

佐
市

大
字

法
鏡

寺
235－

１
（

宇
佐

総
合

庁
舎

）

電
話

　
0978－

32－
1170

豊
後

高
田

土
木

事
務

所
〒

879－
0621　

豊
後

高
田

市
是

永
町

39（
豊

後
高

田
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0978－

22－
2285

別
府

土
木

事
務

所
〒

874－
0840　

別
府

市
大

字
鶴

見
字

下
田

井
14－

１

電
話

　
0977－

67－
0211

臼
杵

土
木

事
務

所
〒

875－
0041　

臼
杵

市
大

字
臼

杵
字

洲
崎

72－
254

電
話

　
0972－

63－
4136

豊
後

大
野

土
木

事
務

所
〒

879－
7131　

豊
後

大
野

市
三

重
町

市
場

1123（
豊

後
大

野
総

合
庁

舎
）

 

電
話

　
0974－

22－
1056

玖
珠

土
木

事
務

所
〒

879－
4413　

玖
珠

郡
玖

珠
町

大
字

塚
脇

137－
１

（
玖

珠
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0973－

72－
1152

中
津

土
木

事
務

所
〒

871－
0024　

中
津

市
中

央
町

１
－

５
－

16（
中

津
総

合
庁

舎
）

電
話

　
0979－

22－
2110

大
分

県
東

京
事

務
所

〒
1
0
4
－

0
0
6
1
　

東
京

都
中

央
区

銀
座

２
－

２
－

２
（

ヒ
ュ

ー
リ

ッ
ク

西
銀

座
ビ

ル
６

階
）

電
話

　
03－

6862－
8787

大
分

県
大

阪
事

務
所

〒
530－

0001　
大

阪
市

北
区

梅
田

１
－

１
－

３
－

2100（
大

阪
駅

前
第

３

ビ
ル

21階
）

電
話

　
06－

6345－
0071

大
分

県
福

岡
事

務
所

〒
810－

0001　
福

岡
市

中
央

区
天

神
２

－
14－

８
（

福
岡

天
神

セ
ン

タ
ー

ビ
ル

10階
）

電
話

　
092－

721－
0041   

大
分

県
立

図
書

館
〒

870－
0008　

大
分

市
王

子
西

町
14－

１

電
話

　
097－

546－
9972

　
　

注
 　

郵
便

で
請

求
す

る
場

合
は

、
120円

切
手

を
貼

っ
た

宛
先

明
記

の
返

信
用

角
形

２
号

封
筒

（
240ｍ

ｍ
×

332ｍ
ｍ

）
を

同
封

し
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
請

求
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

　
　

封
筒

の
表

左
側

に
、

「
警

察
官

Ｂ
採

用
試

験
受

験
案

内
請

求
」

と
赤

書
き

し
て

く
だ

さ
い

。

　
⑵

　
受

付
期

間

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
　

令
和

元
年

７
月

29日
（

月
）

～
８

月
22日

（
木

）

　
　

　
注

　
受

付
期

間
中

に
正

常
に

到
達

し
た

も
の

に
限

り
受

け
付

け
ま

す
。

　
　

イ
　

郵
送

及
び

持
参

に
よ

る
申

込
み

の
場

合

　
　

　
　

令
和

元
年

７
月

29日
（

月
）

～
８

月
22日

（
木

）
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
祝

日
を

除
く

。
）

　
　

　
　

受
付

時
間

  午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

45分
ま

で

　
　

　
注

 　
郵

送
さ

れ
た

申
込

書
は

、
８

月
2
2
日

（
木

）
ま

で
の

消
印

が
あ

る
も

の
に

限
り

受
け

付
け

ま

す
。

　
⑶

　
申

込
書

の
提

出

　
　

ア
　

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

　
　

　
　

大
分

県
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
申

込
画

面
上

の
注

意
事

項
を

十
分

確
認

の
上

、
直

接
申

し
込

ん
で

く

　
　

　
だ

さ
い

。
申

込
み

を
正

常
に

受
け

付
け

た
際

に
は

「
申

請
受

付
の

お
知

ら
せ

」
を

電
子

メ
ー

ル
で

返

　
　

　
信

す
る

の
で

、
必

ず
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

返
信

が
届

か
な

い
場

合
は

、
大

分
県

警
察

本
部

警
務

課

　
　

　
ま

で
連

絡
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

イ
　

郵
送

及
び

持
参

に
よ

る
申

込
み

の
場

合
   

　
　

　
 　

所
定

の
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

受
験

票
の

所
定

欄
に

62円
切

手
を

貼
っ

て
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

郵
送

の
場

合
は

、
封

筒
の

表
左

側
に

「
警

察
官

Ｂ
受

験
」

と
赤

書
き

し
、

郵
便

局
の

窓
口

に
持

参
し

て
簡

易
書

留
の

手
続

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
簡

易
書

留
の



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
三

大
分
県
報
（
公
告
）

受
領

証
は

受
験

票
が

届
く

ま
で

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。
  

　
　

　
　

な
お

、
申

込
時

に
は

写
真

を
貼

ら
な

い
で

く
だ

さ
い

。

　
⑷

　
申

込
者

へ
の

受
験

票
の

送
付

　
　

 　
受

験
票

は
８

月
下

旬
に

送
付

し
ま

す
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

は
、

電
子

メ
ー

ル

に
よ

り
受

験
票

を
送

信
す

る
の

で
、

各
自

で
印

刷
し

、
通

常
は

が
き

の
大

き
さ

・
厚

さ
の

紙
に

貼
り

付

け
て

く
だ

さ
い

。
郵

送
及

び
持

参
に

よ
る

申
込

み
の

場
合

は
、

申
込

時
に

指
定

の
あ

っ
た

宛
先

に
受

験

票
を

郵
送

し
ま

す
。

　
　

 　
ま

た
、

受
験

票
は

写
真

を
貼

っ
た

上
、

第
１

次
試

験
当

日
に

必
ず

持
参

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

 　
な

お
、

９
月

５
日

（
木

）
ま

で
に

受
験

票
が

届
か

な
い

場
合

は
、

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

に
お

問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

　
⑸

　
共

同
試

験
の

志
望

方
法

　
　

 　
警

察
官

Ｂ
採

用
試

験
は

大
分

県
人

事
委

員
会

、
警

視
庁

（
東

京
都

）
及

び
愛

知
県

・
大

阪
府

警
察

本

部
に

よ
る

共
同

試
験

で
す

の
で

、
希

望
す

る
都

府
県

を
受

験
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

（
大

分
県

を
第

１

志
望

と
し

た
場

合
の

み
、

大
分

県
以

外
の

都
府

県
を

第
２

志
望

に
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
大

分
県

以

外
の

都
府

県
を

第
１

志
望

と
す

る
場

合
は

、
第

２
志

望
を

申
し

込
む

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
）

。

　
　

 　
な

お
、

大
分

県
を

第
１

志
望

と
し

て
、

第
１

次
試

験
に

合
格

し
た

場
合

、
第

２
志

望
は

な
い

も
の

と

し
て

取
り

扱
わ

れ
ま

す
。

７
　

問
合

せ
先

ほ
か

　
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
課

　
　

　
電

話
　

097－
536－

2131  内
線

2643・
2646

　
　

大
分

県
人

事
委

員
会

事
務

局

　
　

　
電

話
　

097－
506－

5212

　
　

　
大

分
県

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

「
大

分
県

職
員

採
用

情
報

」

　
　

　
h
ttp

://w
w

w
.p

ref.oita.jp
/site/saiy

ou
zy

ou
h
ou

/

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
長　
　

岡　
　
　

本　
　
　

天　

津　

男

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

薬
品
（
ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
）
（
年
間
単
価
契
約
）

　
　

規
格　

Ｊ
Ｉ
Ｓ　

Ｋ
一
四
七
五

　
　

予
定
購
入
数
量　

約
二
千
百
ト
ン

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
企
業
局

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
四
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

エ
ア
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社　

福
岡
支
店　

支
店
長　

南　

里　

昭　

人

　
　

福
岡
市
博
多
区
上
呉
服
町
十
番
一
号

五　

落
札
金
額

　
　

一
ト
ン
当
た
り
一
万
九
千
九
十
四
円
四
十
銭
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日    

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

県
立
学
校
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器　

一
式

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
者
に

該
当
す
る
場
合

　
　

㈡　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈢　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈣　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

　
　

㈤ 　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
四

大
分
県
報
（
公
告
）

る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
が
経
営
を

支
配
し
、
若
し
く
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠ 　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度 

（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に

確
定
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い

う
。
）
の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　
　

ロ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

ハ 　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈣ 　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
入
手
、
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
（
五
〇
六
）
二
九
五
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で
と
す
る
。

　
　

 　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　

 　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　

 　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等

の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分

県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
（
毎

年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

 

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp
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w

w
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ref.oita.jp
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n
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１ 　

入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認

め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
の
範
囲

内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

㈠ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

告
示
第
二
条
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢ 　

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣ 　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
贈
賄
等
に
よ
り
逮
捕
若
し
く
は
起
訴
さ
れ
、
又
は
暴
力
団

関
係
者
に
対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を
与
え
た
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈤ 　

印
刷
の
請
負
に
お
い
て
、
契
約
の
履
行
を
契
約
担
当
者
の
承
諾
を
受
け
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
委

託
し
、
若
し
く
は
一
括
し
て
請
け
負
わ
せ
、
又
は
権
利
を
譲
渡
し
、
若
し
く
は
義
務
を
引
き
受
け
さ

せ
た
と
判
明
し
た
場
合

　

２ 　

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し

た
者
に
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
特

定
役

務
の

種
類

　
県

立
学

校
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
機

器
一

式

　
⑵

　
契

　
約

　
期

　
間

　
令

和
元

年
９

月
１

日
か

ら
令

和
８

年
８

月
31日

ま
で

２
　

競
争

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
　

次
の

条
件

を
す

べ
て

満
た

し
て

い
る

者



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
五

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
４

の
規

定
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る

こ
と

。

　
⑵

 　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
の

製
造

の
請

負
及

び
買

入
れ

等
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要

な
資

格
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

｡

　
⑶

 　
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
が

仕
様

を
満

た
す

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
を

令
和

元
年

７
月

１
日

（
月

）

午
後

５
時

ま
で

に
大

分
県

教
育

庁
教

育
財

務
課

情
報

化
推

進
班

に
提

出
し

、
審

査
を

受
け

、
承

認
を

受

け
た

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

 　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
下

記
９

に
掲

げ
る

開
札

ま
で

の
間

に
、

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

製
造

の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

 　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者

が
、

そ
の

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

ア
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

等
を

締
結

し
て

い
る

者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

や
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者

　
　

キ
 　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
⑴

　
競

争
入

札
参

加
資

格

　
　

 　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必

要
な

資
格

　
⑵

　
申

請
の

方
法

　
　

 　
上

記
⑴

に
掲

げ
る

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

者
は

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査

申
請

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
、

令
和

元
年

６
月

17日
（

月
）

ま
で

に
⑶

に
掲

げ
る

部
局

に
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
競

争
入

札
参

加
資

格
申

請
書

の
入

手
場

所
、

提
出

先
及

び
問

合
せ

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2957

４
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

大
分

県
教

育
庁

教
育

財
務

課
情

報
化

推
進

班

　
　

〒
870－

8503　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号
　

大
分

県
庁

舎
別

館
７

階

　
　

電
話

　
097－

506－
5465

　
　

F
A

X
　

097－
506－

1792

５
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
⑴

　
場

所

　
　

　
大

分
県

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
　

　
大

分
県

教
育

庁
教

育
財

務
課

　
図

面
閲

覧
室

（
８

階
）

　
⑵

　
日

時
　

　
　

 　
令

和
元

年
５

月
21日

（
火

）
か

ら
同

年
７

月
１

日
（

月
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

日
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

23年
法

律
第

178号
）

に
規

定
す

る
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
８

時
30分

か

ら
午

後
５

時
15分

ま
で

６
　

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

日
時

　
　

上
記

５
に

同
じ

。

７
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
　

本
　

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

８
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
  大

分
県

庁
舎

別
館

７
階

　
教

育
庁

教
育

財
務

課
情

報
化

推
進

班

　
　

　
　

　
　

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

元
年

７
月

１
日

（
月

）
午

後
５

時
00分

　
　

　
　

　
　

　
 　

た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

令
和

元
年

７
月

１
日

（
月

）
午

後
５

時
必

着
で

上
記

４
の

部

局
ま

で
提

出
す

る
こ

と
。

９
　

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
庁

舎
別

館
８

階
　

85会
議

室

　
　

　
　

　
　

　
　

〒
870－

8503　
大

分
市

府
内

町
３

丁
目

10番
１

号

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

元
年

７
月

３
日

（
水

）
午

後
２

時
00分



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
六

大
分
県
報
（
公
告
）

　
⑶

　
再

度
入

札
 　

開
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

直
ち

に
そ

の
場

所
で

再
度

入

札
を

行
う

。
た

だ
し

、
郵

送
に

よ
る

入
札

を
含

む
場

合
は

別
に

定
め

る
場

所
及

び
日

時
に

行
う

も
の

と
す

る
。

10　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
 　

見
積

金
額

に
12を

乗
じ

て
得

た
額

の
100分

の
５

以
上

の
入

札
保

証
金

を
納

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
入

札
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

入
札

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

 　
上

記
２

の
⑵

の
資

格
を

取
得

し
た

者
（

そ
の

者
が

落
札

し
た

場
合

に
お

い
て

、
契

約
を

締
結

し
な

い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
に

限
る

。
）

11　
契

約
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
 　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

 　
過

去
２

年
間

に
国

（
公

団
を

含
む

。
）

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約

を
数

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

12　
入

札
の

無
効

　
 　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

13　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項
　

　
　

設
定

し
な

い
。

14　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

 　
有

効
な

入
札

書
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

定
価

格
の

範
囲

内
の

価
格

で
、

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

行
っ

た
者

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

 　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

く
じ

に
よ

る
落

札
者

決
定

を

行
う

。
こ

の
場

合
、

当
該

入
札

者
が

く
じ

を
引

か
な

い
と

き
は

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員

に
代

わ
り

に
く

じ
を

引
か

せ
る

も
の

と
す

る
。

15　
そ

の
他

　
⑴

 　
こ

の
入

札
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

　
⑵

 　
こ

の
入

札
に

係
る

契
約

は
、

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る

長
期

継
続

契
約

と
す

る
。

こ
の

契
約

を
締

結
し

た
翌

年
度

以
降

に
お

い
て

、
当

該
契

約
に

係
る

歳
入

歳

出
予

算
の

削
減

又
は

削
除

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
こ

の
契

約
を

解
除

す
る

。

　
⑶

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

16　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
O

u
tsou

rcin
g
 n

am
e 

　
　

　
O

n
e set of lay

er 2 sw
itch

es for com
p
u
ter P

refectu
ral sch

ool

　
⑵

　
T

im
e lim

it for ten
d
er

　
　

　
5:00 p

.m
 1 Ju

l 2019

　
⑶

　
C

on
tact p

oin
t for th

e n
otice

　
　

　
O

ita P
refectu

al B
oard

 of E
d
u
cation

 E
d
u
cation

 F
in

an
ce D

iv
ision

　
　

　
O

ita g
ov

ern
m

en
t b

u
ild

in
g
 an

n
ex

 8F
, 3－

10－
1, F

u
n
aich

ou
, O

ita C
ity

  

　
　

　
870－

8503 Jap
an

 T
el 097－

506－
5465

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

大
分
県
警
察
通
信
指
令
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
契
約

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　

㈠ 　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合

　
　

㈡ 　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
場
合



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
七

大
分
県
報
（
公
告
）

　
　

㈢ 　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

　
　

㈣ 　

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

　
　

㈤ 　

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

　
　

㈥ 　

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

　
　
　

 

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
又
は
暴
力
団
若
し
く
は
暴
力
団
員
が

経
営
を
支
配
し
、
若
し
く
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
企
業
若
し
く
は
団
体
を
い
う
。
）
で
あ

る
場
合

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠ 　

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

経
営
規
模

　
　
　

イ　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　
　

ロ　

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

ハ 　

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造        

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　

㈢　

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈣ 　

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
元
年
六
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

　
　

 　

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間　

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　

 　

令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

格
の
審
査
の
申
請
（
毎
年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所  

　
　
　

三
の
２
に
同
じ

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手
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六　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１ 　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

告
示
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢ 　

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

　

２ 　

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。

　
　

令
和

元
年

５
月

21日

大
分

県
知

事
　

　
広

　
　

　
瀬

　
　

　
勝

　
　

　
貞

　

１
　

競
争

入
札

に
付

す
る

事
項

　
⑴

　
調

達
を

す
る

物
品

等
の

種
類

　
　

　
大

分
県

警
察

通
信

指
令

シ
ス

テ
ム

機
器

賃
貸

借
契

約

　
⑵

　
借

入
期

間

　
　

　
令

和
２

年
３

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
２

月
28日

ま
で

（
60箇

月
）



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
八

大
分
県
報
（
公
告
）

４
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時

　
⑴

　
場

所

　
　

　
大

分
県

警
察

本
部

生
活

安
全

部
地

域
課

通
信

指
令

室
企

画
係

　
　

　
〒

870－
8502　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

電
話

　
097－

536－
2131

　
⑵

　
日

時
　

　
　

 　
令

和
元

年
５

月
21日

か
ら

同
年

７
月

１
日

ま
で

（
日

曜
日

及
び

土
曜

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
45分

ま
で

５
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨

６
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
用

度
・

管
財

係

　
⑵

　
提

出
期

限
 　

令
和

元
年

７
月

３
日

（
水

）
午

前
10時

00分
。

た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

、
同

月
２

日
   

（
火

）
午

後
５

時
45分

ま
で

に
必

着
す

る
こ

と
。

７
　

競
争

入
札

及
び

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
場

　
　

所
　

大
分

県
庁

舎
新

館
９

階
会

議
室

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

元
年

７
月

３
日

（
水

）
午

前
10時

00分

　
⑶

　
再

度
入

札
 　

開
札

を
し

た
場

合
に

お
い

て
、

落
札

者
が

い
な

い
と

き
は

、
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

８
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

再
度

の
入

札
を

行
う

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

再
度

の
入

札
は

、
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

全
て

が
立

ち
会

っ
て

い
る

場
合

は
、

直
ち

に
そ

の
場

で
行

う
も

の
と

す
る

。

８
　

入
札

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
　

免
除

す
る

。

９
　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項

　
 　

契
約

金
額

の
100分

の
10以

上
の

契
約

保
証

金
を

納
付

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
次

の
場

合
は

、
契

約
保

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。

　
⑴

　
保

険
会

社
と

の
間

に
県

を
被

保
険

者
と

す
る

履
行

保
証

保
険

契
約

を
締

結
し

た
と

き
。

　
⑵

 　
過

去
２

年
間

に
国

（
公

団
を

含
む

。
）

又
は

都
道

府
県

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
じ

く
す

る
契

約

を
数

回
以

上
に

わ
た

っ
て

締
結

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
ら

を
全

て
誠

実
に

履
行

し
、

か
つ

、
将

来
契

約

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

10　
無

効
入

札
に

関
す

る
事

項

　
 　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
　

　
（

地
方

自
治

法
（

昭
和

22年
法

律
第

67号
）

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
）

　
⑶

　
納

入
場

所

　
　

 　
大

分
県

警
察

本
部

生
活

安
全

部
地

域
課

通
信

指
令

室
ほ

か
22箇

所
及

び
大

分
県

警
察

本
部

が
指

定
す

る
場

所

２
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

に
関

す
る

事
項

　
⑴

 　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
製

造
の

請
負

及
び

買
入

れ
等

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
    

要
な

資
格

を
取

得
し

た
者

　
⑵

 　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者
    

が
、

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

こ
と

。

　
　

ア
 　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

法
第

２
条

第
６

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者

　
　

オ
 　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

、
原

材
料

の
購

入
契

約

等
を

締
結

し
て

い
る

者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

や
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者

　
　

キ
 　

役
員

等
が

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的

に
非

難
さ

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者

　
⑶

 　
納

入
し

よ
う

と
す

る
物

品
が

仕
様

を
満

た
す

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
等

を
令

和
元

年
７

月
１

日
(月

)

午
後

５
時

45分
ま

で
に

大
分

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

地
域

課
通

信
指

令
室

企
画

係
に

提
出

し
、

審
査

を
受

け
、

承
認

を
受

け
た

者

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
⑴

　
申

請
の

時
期

　
　

 　
令

和
元

年
５

月
21日

か
ら

同
年

６
月

14日
ま

で
（

日
曜

日
及

び
土

曜
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か

ら
午

後
５

時
ま

で

　
　

 　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

類
の

提
出

先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班

　
　

　
〒

870－
8501　

大
分

市
大

手
町

３
丁

目
１

番
１

号
　

　
電

話
　

097－
506－

2957



令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

二
九

大
分
県
報
（
公
告
）

掲
げ

る
事

項
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

11　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項

　
　

設
定

し
な

い
。

12　
入

札
説

明
書

の
交

付
に

関
す

る
事

項

　
⑴

　
交

付
場

所

　
　

　
前

記
６

の
⑴

に
同

じ

　
⑵

　
交

付
日

時
　

　
　

　
前

記
４

の
⑵

に
同

じ

13　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

 　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

で
最

低
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

を

し
た

も
の

を
契

約
の

相
手

方
と

す
る

。

　
⑵

 　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

直
ち

に
、

当
該

入
札

者
に

く

じ
を

引
か

せ
て

落
札

者
を

決
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

入
札

者
の

う
ち

く
じ

を
引

か
な

い

者
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

に
代

え
て

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員
に

く
じ

を
引

か
せ

る
も

の

と
す

る
。

14　
入

札
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称

　
　

大
分

県
警

察
本

部
警

務
部

会
計

課
用

度
・

管
財

係
　

　

　
　

〒
870－

8502　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

電
話

　
097－

536－
2131

15　
特

約
事

項

　
 　

こ
の

入
札

に
係

る
契

約
は

、
地

方
自

治
法

第
234条

の
３

に
規

定
す

る
長

期
継

続
契

約
で

あ
る

た
め

、

契
約

の
締

結
の

日
の

属
す

る
年

度
の

翌
年

度
以

降
に

お
い

て
、

当
該

契
約

に
係

る
歳

入
歳

出
予

算
の

減
額

又
は

削
減

が
あ

っ
た

場
合

は
、

契
約

の
相

手
方

と
契

約
を

解
除

で
き

る
も

の
と

す
る

。

16　
そ

の
他

　
⑴

 　
前

記
２

の
⑵

に
掲

げ
る

資
格

要
件

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場

合
が

あ
る

。

　
⑵

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

　
⑶

 　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

る
。

17　
S
u
m

m
ary

　
⑴

　
N

atu
re an

d
 q

u
an

tity
 of p

rod
u
cts to b

e ren
ted

　
　

 　
T

erm
in

al eq
u
ip

m
en

t an
d
 oth

ers com
p
lete set for O

ita P
refectu

ral P
olice com

m
u
-

n
ication

 ord
er sy

stem

　
⑵

　
T

im
e lim

it for ten
d
er

　
　

　
10:00 a.m
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 2019

　
⑶

　
O

ffi
ce

　
　

　
C

om
m

u
n
ication

 C
om

m
an

d
 an

d
 C

on
trol S

ection
,O

ita P
refectu

ral P
olice

　
　

　
3－

1－
1 O

h
te-m
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i, O

ita city
 870－

8502

　
　

　
T

el 097－
536－

2131


